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1. 概要 

本資料は，「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」第 114 条（発電用原子炉 
の運転の期間の延長に係る認可の基準）の規定に基づく，劣化状況評価の補足として電

気・計装設備の絶縁低下の評価結果を説明するとともに，評価内容の補足資料をとりまと

めたものである。 

  

2. 基本方針 

絶縁低下に対する評価の基本方針は，対象部位において絶縁低下の発生の可能性につい 

て評価し，その可能性が将来にわたって発生することが否定できない場合は，その発生及 

び進展を前提としても今後 60 年時点までの期間において技術基準規則に定める基準に適 

合することを確認することである。   

電気・計装設備の絶縁低下を評価するにあたっての要求事項を表 1に整理する。 

 

表 1（1/3） 電気・計装設備の絶縁低下についての要求事項 

審査基準，ガイド 要求事項 

実用発電用原子炉の運

転の期間の延長の審査

基準 

○点検検査結果による健全性評価の結果、評価対象の電気・計装設備に

有意な絶縁低下が生じないこと。 

○環境認定試験による健全性評価の結果、設計基準事故環境下で機能が

要求される電気・計装設備及び重大事故等環境下で機能が要求される

電気・計装設備に有意な絶縁低下が生じないこと。 

実用発電用原子炉の運

転期間延長認可申請に

係る運用ガイド 

運転期間延長認可申請に伴うものとして評価を行い、その結果の記載

が求められる事項は次のとおり。 

①特別点検の結果を踏まえた劣化状況評価。 

運転期間延長認可申請に伴い策定するものとして記載が求められる

事項は次のとおり。 

①劣化状況評価を踏まえた保守管理に関する方針。 
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表 1（2/3） 電気・計装設備の絶縁低下についての要求事項 

審査基準，ガイド 要求事項 

実用発電用原子炉施設

における高経年化対策

審査ガイド 

(1) 高経年化技術評価の審査 

⑫健全性の評価 

実施ガイド３．１⑤に規定する期間の満了日までの期間について、

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の発生又は進展に係る健

全性を評価していることを審査する。 

⑬現状保全の評価 

健全性評価結果から現状の保全策の妥当性が評価されていること

を審査する。 

 ⑭追加保全策の抽出 

現状保全の評価結果から、現状保全に追加する必要のある新たな保

全策が抽出されていることを審査する。 

 ㉔大規模地震等による機器・構造物への直接の影響の考慮 

  現に発生した大規模地震等について、これによる機器・構造部への

影響を踏まえた高経年化技術評価を行っているかを審査する。 

 

(2) 長期保守管理方針の審査 

①長期保守管理方針の策定 

すべての保全策について長期保守管理方針として策定されている

かを審査する。 
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表 1（3/3） 電気・計装設備の絶縁低下についての要求事項 

審査基準，ガイド 要求事項 

実用発電用原子炉施設

における高経年化対策

実施ガイド 

3.1 高経年化技術評価の実施及び見直し 

高経年化技術評価の実施及び見直しに当たっては、以下の要求事項を

満たすこと。 

③運転開始後 40 年を迎えるプラントの高経年化技術評価には、当該

申請に至るまでの間の運転に伴い生じた原子炉その他の設備の劣化

の状況の把握のために実施した点検（特別点検）の結果を適切に反

映すること。 

⑤抽出された高経年化対策上着目すべき経年劣化事象について、以下

に規定する期間の満了日までの期間について機器・構造物の健全性

評価を行うとともに、必要に応じ現状の保守管理に追加すべき保全

策（以下「追加保全策」という。）を抽出すること。 

  イ 実用炉規則第 82 条第 1項の規定に基づく高経年化技術評価 

プラントの運転を開始した日から 60 年間 

 

3.2 長期保守管理方針の策定及び変更 

 長期保守管理方針の策定及び変更に当たっては、以下の要求事項を満

たすこと。 

①高経年化技術評価の結果抽出された全ての追加保全策（発電用原子

炉の運転を継続的に行うことを前提として抽出されたものと冷温停

止状態が維持されることを前提として抽出されたものの全て。）につ

いて、発電用原子炉ごとに、保守管理の項目及び当該項目ごとの実

施時期を規定した長期保守管理方針を策定すること。 

なお、高経年化技術評価の結果抽出された追加保全策について、発

電用原子炉の運転を断続的に行うことを前提とした評価から抽出

されたものと冷温停止状態が維持されることを前提とした評価か

ら抽出されたものの間で、その対象の経年劣化事象及び機器・構造

物の部位が重複するものについては、双方の追加保全策を踏まえた

保守的な長期保守管理方針を策定すること。 

 

  



－4－ 

3. 評価対象と評価手法 

  電気・計装設備の絶縁を維持するために，種々の部位にゴム，プラスチック等の高分子 

材料が使用されている。 

これら材料は，環境的（熱・放射線等），電気的及び機械的な要因による劣化の進展に 

より，絶縁が低下し，電気・計装設備の機能が維持できなくなる可能性がある。 

絶縁低下は，通電部位と大地間，あるいは通電部位と他の通電部位間の電気的独立性 

（絶縁性）を確保するため介在させている高分子材料が，環境的（熱・放射線等），電気的 

及び機械的な要因で劣化するため，電気抵抗が低下し，絶縁性を確保できなくなる現象で 

ある。 

電気・計装設備の絶縁低下に対する評価は，絶縁低下の可能性のある全ての機器を評価 

対象機器として抽出し，各機器の絶縁低下に影響を及ぼす部位を評価対象部位として健全 

性について評価する。 

電気・計装設備の絶縁低下が想定される機器は多数存在するため，劣化状況評価の補足 

説明資料では，評価対象となる機器の中から代表機器を選定して評価の詳細について説明 

する。 

抽出した機器を「表 2 東海第二発電所 評価対象機器（電気・計装設備）」に示す。 

代表機器は，設備の重要度及び絶縁低下への影響が大きいと考えられる環境条件が著し 

く悪化する環境において機能要求のある機器の中から, 電気・計装設備の動作に共通して 

必要となる電力・信号伝達機能を有した「低圧ケーブル（難燃性エチレンプロピレンゴム 

絶縁特殊クロロプレンゴムシースケーブル）」及び「電気ペネトレーション」を代表に選 

定する。 

評価対象機器（電気・計装設備）の評価にあたっては，IEEE Std.323-1974「IEEE Stan 

-dard for Qualifying Class 1E Equipment for Nuclear Power Generating Stations」 

（以下「IEEE Std.323-1974」という。），IEEE Std.317-1976「IEEE Standard for Electr 

-ic Penetration Assemlies in Containment Structures for Nuclear Power Generating  

Stations 」（以下「IEEE Std.317-1976」という。），IEEE Std.383-1974「IEEE Standard  

for Type Test of Class 1E Electric Cables, Field Splices, and Connections for  

Nuclear Power Generating Stations」（以下「IEEE Std.383-1974」という。）,電気学会 

技術報告Ⅱ部第 139 号「原子力発電所用電線・ケーブルの環境試験方法並びに耐延焼性試 

験方法に関する推奨案」及び「原子力プラントのケーブル経年変化評価技術調査研究に関 

する 終報告書 JNES レポート（JNES-SS-0903）」等をもとに実施した長期健全性試験の結 

果及び各機器の点検実績等から健全性について評価する。 

なお，代表以外の機器に対する評価は「5. 代表機器以外の技術評価」に示す。 
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表 2 東海第二発電所 評価対象機器（電気・計装設備） 

機器・構造物 評価対象機器 評価対象部位 

環境条件が著しく悪化する環境 

においても機能要求のある機器 

設計基準事故時＊１ 重大事故等時＊２

ポンプモータ 

高圧モータ 固定子コイル，口出線・接続部品 ○ ○ 

低圧モータ 固定子コイル，口出線・接続部品   

容器 電気ペネトレーション シール部，電線 ○ ○ 

弁 電動弁用駆動部 固定子コイル他 ○ ○ 

ケーブル 

高圧ケーブル 絶縁体 ○ ○ 

低圧ケーブル 絶縁体 ○ ○ 

同軸ケーブル 絶縁体 ○ ○ 

ケーブル接続部 絶縁物 ○ ○ 

電源設備 

高圧閉鎖配電盤 主回路導体支持碍子他 
  

動力用変圧器 変圧器コイル他 
  

低圧閉鎖配電盤 気中遮断機絶縁支持板他   

コントロールセンタ 変圧器コイル他   

ディーゼル発電設備 固定子コイル他   

MG セット 固定子コイル他   

無停電電源装置 変圧器コイル   

直流電源設備 変圧器コイル   

計測用分電盤 主回路導体支持板   

計測用変圧器 変圧器コイル   

計測制御設備 計測装置 固定子コイル，口出線・接続部品 ○ ○ 

タービン設備 

制御装置及び保安装置 固定子コイル，口出線・接続部品 
  

非常用系タービン設備 固定子コイル，口出線・接続部品 
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機器・構造物 評価対象設備 評価対象部位 

環境条件が著しく悪化する環境 

においても機能要求のある機器 

設計基準事故時＊１ 重大事故等時＊２

空調設備 

ファン 固定子コイル，口出線・接続部品   

空調機 固定子コイル，口出線・接続部品   

冷凍機 固定子コイル，口出線・接続部品   

機械設備 

ディーゼル機関付属設備 固定子コイル，口出線・接続部品   

可燃性ガス濃度制御系 

再結合装置 
固定子コイル，口出線・接続部品   

燃料取替機 

ブレーキ電磁コイル   

固定子コイル，口出線・接続部品   

燃料取扱クレーン 固定子コイル，口出線・接続部品他   

制御用圧縮空気系設備 固定子コイル，口出線・接続部品   

廃棄物処理設備 加熱ヒータ   

*1：実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則第十二 

条（安全施設）第 3項の要求を踏まえ選定 

 *2：実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則第四十 

三条（重大事故等対処設備）の要求を踏まえ選定（常設設備） 
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4. 代表機器の技術評価 

(1) 低圧ケーブル（難燃性エチレンプロピレンゴム絶縁特殊クロロプレンゴムシース）の 

評価 

1)-1 電気学会推奨案による健全性評価（設計基準事故時） 

a. 評価手順 

「東海第二発電所」（以下「東海第二」という。）において使用されている，設計 

基準事故時雰囲気で機能要求がある難燃性エチレンプロピレンゴム絶縁特殊クロロ 

プレンゴムシースケーブルには，4種類のケーブルがある。 

①「難燃性エチレンプロピレンゴム絶縁特殊クロロプレンゴムシース電力ケーブ 

ル 」（以下「難燃 PN ケーブル」という。） 

②「難燃性エチレンプロピレンゴム絶縁特殊クロロプレンゴムシース制御ケーブ 

ル 」（以下「難燃 CPN ケーブル」という。） 

③「静電遮蔽付難燃性エチレンプロピレンゴム絶縁特殊クロロプレンゴムシース 

計測ケーブル 」（以下「難燃 CPN-SLA ケーブル」という。） 

④「静電遮蔽付難燃性エチレンプロピレンゴム絶縁特殊クロロプレンゴムシース

TX 補償導線 」（以下「難燃 PN-PSLATX-GR ケーブル」という。） 

設計基準事故時雰囲気における健全性の評価は電気学会推奨案*1に基づく長期 

健全性試験により評価する。 

供試ケーブルは，東海第二で使用しているケーブルと同等の 4種類の難燃 PN ケ

ーブルの中から代表して難燃 CPN ケーブルを用いた。【添付-1)参照】 

難燃 PN ケーブルの長期健全性試験手順を図 1.1 に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 1.1 難燃 PN ケーブルの長期健全性試験手順 

 

供試ケーブル 

加速熱劣化 

放射線照射（通常時+事故時） 

事故時雰囲気曝露 

判 定 

（通常運転期間相当の熱劣化） 

（通常運転期間相当及び設計基準事故時の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（屈曲浸水耐電圧試験*2） 
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*1：電気学会技術報告Ⅱ部第 139 号「原子力発電所用電線・ケーブルの環境試験方法

並びに耐延焼性試験方法に関する推奨案」の略称。 IEEE Std.323-1974 及び IEEE 

Std.383-1974 の規格を根幹にした，ケーブルの加速劣化方法を含む試験条件，試

験手順並びに判定方法が述べられている。 

 
*2：屈曲浸水耐電圧試験の試験手順は以下のとおり 

① 直線状に試料を伸ばした後，試料外径の約 40 倍のマンドレルに巻きつける。 

② ①の両端部以外を常温の水中に浸し 1時間以上放置する。 

③ ②の状態で，公称絶縁体厚さに対し交流電圧 3.2 kV/㎜を 5分間印加する。 

 
b. 試験条件 

試験条件は，実機環境条件に基づいて難燃 PN ケーブルの 60 年間の通常運転期間 

及び設計基準事故時を想定した条件を包絡している。 

難燃 PN ケーブルの長期健全性試験条件を表 1.1 に示す。 

 

表 1.1 難燃 PN ケーブルの長期健全性試験条件（電気学会推奨案） 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 121 ℃×532 時間 

原子炉格納容器内の周囲 高温度 65.6 ℃*1

では，難燃 PN ケーブルは 60 年の通常運転期

間を包絡する。【添付-2)参照】 

放射線照射 

(通常時＋事故時) 放射線照射線量：1,010 kGy 

東海第二で想定される線量 約 392 kGy（60

年間の通常運転期間相当の線量 約 132 kGy*1

に設計基準事故時の 大積算値 2.6×102 

kGy*2を加えた線量）を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 

高温度：171 ℃ 

高圧力：0.427 MPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二における設計基準事故時の 高温度

171 ℃*2， 高圧力 0.31 MPa*2を包絡する。

【添付-3)参照】 

*1：通常運転時における原子炉格納容器内の環境条件設計値 

原子炉格納容器内EL.26.4 mの一部エリアを除いた，原子炉格納容器内の環境温度実測

値平均温度が65.4 ℃であったため，周囲 高温度は保守的に設計 高温度の65.6 ℃を

設定原子炉格納容器内の通常運転時における原子炉格納容器内の実測放射線量率が

0.12 Gy/hであったため，保守的に設計放射線量率の0.25 Gy/hを設定 【添付-4)参照】 

通常運転時線量 132 [kGy]＝0.25 [Gy/h]×24 [h]×365.25 [d]×60 [y] 

*2：設計基準事故時における原子炉格納容器内の環境条件設計値 
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c. 評価結果 

電気学会推奨案による 60 年間の運転期間及び設計基準事故時を想定した長期健 

全性試験の結果，難燃 PN ケーブルは 60 年時点において絶縁を維持できることを確 

認した。 

なお，原子炉格納容器内 EL.26.4 m エリアに敷設されている一部の難燃 CPN ケー 

ブルについては，「原子炉格納容器内の安全機能を有するケーブルの布設環境等の 

調査の実施について（平成 19 年 10 月 30 日付け，平成 19・07・30 原院第 5号）」 

に基づいて実施した布設環境等の調査の結果，設計温度を上回る値が確認されたた 

め，難燃 PN ケーブルの長期健全性試験結果をもとに環境調査結果で得られた温度 

を用いて評価した結果，3年から 43 年間絶縁を維持できることを確認した。【添付- 

5)参照】 

難燃 PN ケーブルの長期健全性試験結果及び長期健全性評価結果を表 1.2 及び 

表 1.3 に示す。 

 

表 1.2 難燃 PN ケーブルの長期健全性試験結果（電気学会推奨案） 

項目 試験手順 判定基準 結果 

屈曲浸水耐電圧試験 

① 直線状に試料を伸ばした後，試料外

径（10.5 ㎜）の約 40 倍のマンド

レルに巻きつける。 

② ①の両端部以外を常温の水中に浸し

1時間以上放置する。 

③ ②の状態で，公称絶縁体厚さに対し

交流電圧 3.2 kV/㎜を 5分間印加す

る。 

絶縁破壊しないこと 良 

 

表 1.3 原子炉格納容器に敷設の難燃 PN ケーブルの長期健全性評価結果 

敷設エリア 対象ケーブル 周囲 高温度 評価結果 

格納容器全域 

難燃 PN ケーブル 

難燃 CPN ケーブル 

難燃 CPN-SLA ケーブル 

難燃 PN-PSLATX-GR ケー

ブル 

65.6 ℃ 60 年 

格納容器内 

EL.26.4 m 

一部エリア 

難燃 CPN ケーブル 66.3 ℃から 76.5 ℃ 14 年から 60 年 
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1)-2 ACA ガイドによる健全性評価（設計基準事故時） 

a. 評価手順 

設計基準事故時雰囲気で機能要求がある難燃 PN ケーブルの健全性の評価は，「原 

子力プラントのケーブル経年変化評価技術調査研究に関する 終報告書 JNES レポ

ート（JNES-SS-0903）」（以下「ACA 研究報告書」という。)の試験結果をもとに，時

間依存データの重ね合わせ手法を用いて東海第二の原子炉格納容器内の環境条件に

展開して評価する。 

供試ケーブルは，東海第二で使用している難燃 PN ケーブルと同等で絶縁体厚さ

が同じ難燃 CPN ケーブルを用いた。 

「原子力発電所のケーブル経年劣化評価ガイド（JNES-RE -2013-2049）」（以下

「ACA ガイド」という。）に基づく試験手順を図 1.2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2 難燃 PN ケーブルの ACA ガイドに基づく試験手順 

 

*：JIS 耐電圧試験（日本工業規格(JIS C 3005-2000)「ゴム・プラスチック絶縁電線試 

験方法」）の試験手順は以下のとおり 

     ① あらかじめ設置された清水中に電線を 1時間以上浸した状態で，単心の場合は 

導体と清水の間に，多心の場合は導体相互間及び導体と清水の間に周波数 50  

Hz または 60 Hz の正弦波に近い波形をもった規定の交流電圧を加え，規定時間 

これに耐えるかどうかを調べる。 

 

 

 

 

（通常運転期間相当の熱・放射線劣化） 

（設計基準事故時の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

供試ケーブル 

熱・放射線同時劣化 

放射線照射（事故時） 

（JIS 耐電圧試験＊） 

事故時雰囲気曝露 

判 定 
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b. 試験条件 

試験条件は，実機環境条件に基づいて難燃 PN ケーブルの 60 年間の通常運転期間 

及び設計基準事故時を想定した条件を包絡している。 

難燃 PN ケーブルの長期健全性試験条件を表 1.4 に示す。 

 

表 1.4 難燃 PN ケーブルの長期健全性試験条件（ACA ガイド） 

 試験条件 説明 

熱・放射線同時劣化 100 ℃－94.7 Gy/h－6,990 時間 

「ACA 研究報告書」の試験結果をも

とに時間依存データの重ね合わせ手

法を用いて，原子炉格納容器内の周

囲 高温度 65.6 ℃*1で評価した結

果，28 年間の通常運転期間相当の試

験条件となる。 

放射線照射（事故時） 放射線照射線量 ：500 kGy 

東海第二で想定される設計基準事故

時の 大積算値 2.6×102 kGy*2を包

絡する。 

事故時雰囲気曝露 

高温度：171 ℃ 

高圧力：0.427 MPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二における設計基準事故時の

高温度 171 ℃*2， 高圧力 0.31 

MPa*2を包絡する。 

*1：通常運転時における原子炉格納容器内の環境条件設計値 

原子炉格納容器内EL.26.4 mの一部エリアを除いた，原子炉格納容器内の環境温度実測 

値平均温度が65.4 ℃であったため，周囲 高温度は保守的に設計 高温度65.6 ℃に

設定【添付-4)参照】 

*2：設計基準事故時における原子炉格納容器内の環境条件設計値 

 

c. 評価結果 

ACA 研究報告書の試験結果をもとに，時間依存データの重ね合わせ手法を用いて 

東海第二の原子炉格納容器内の環境条件に展開し評価した結果，28 年時点において 

絶縁を維持できることを確認した。 

なお，原子炉格納容器内 EL.26.4 m エリアに敷設されている一部の難燃 CPN ケー 

ブルについては，「原子炉格納容器内の安全機能を有するケーブルの布設環境等の 

調査の実施について（平成 19 年 10 月 30 日付け，平成 19・07・30 原院第 5号）」 

に基づいて実施した敷設環境等の調査の結果，設計温度を上回る値が確認されたた 

め，難燃 PN ケーブルの長期健全性試験結果をもとに環境調査結果で得られた温度 

を用いて評価した結果，17 年から 27 年間絶縁を維持できることを確認した。【添付 

-5)参照】 

難燃 PN ケーブルの長期健全性試験結果及び長期健全性評価結果を表 1.5 及び表

1.6 に示す。 
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表 1.5 難燃 PN ケーブルの長期健全性試験結果（ACA ガイド） 

項目 試験手順 判定基準 結果 

JIS 耐電圧試験 AC 1,500 V＊－1 分間 絶縁破壊しないこと。 良 

*：JIS C 3621 「600 V EPゴム絶縁ケーブル」  

 

表 1.6 原子炉格納容器に敷設の難燃 PN ケーブルの長期健全性評価結果 

敷設エリア 対象ケーブル 周囲 高温度 評価結果 

格納容器全域 

難燃 PN ケーブル 

難燃 CPN ケーブル 

難燃 CPN-SLA ケーブル 

難燃 PN-PSLATX-GR ケーブル 

65.6℃ 28 年 

格納容器内 

EL.26.4 m 

一部エリア 

難燃 CPN ケーブル 66.3℃から 76.5℃ 17 年から 27 年 
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1)-3 電気学会推奨案による健全性評価（重大事故等時） 

a. 評価手順 

重大事故等時雰囲気で機能要求がある難燃 PN ケーブルの健全性の評価は，電気 

学会推奨案＊１をもとに長期健全性試験により評価する。 

  東海第二において，重大事故等時雰囲気で機能要求のある難燃性 PN ケーブルに

は，難燃 PN ケーブル，難燃 CPN ケーブル，難燃 CPN-SLA ケーブル及び難燃 PN-

PSLATX-GR ケーブルがある。 

供試ケーブルは，東海第二で使用しているケーブルと同等の難燃 CPN ケーブル， 

難燃 CPN-SLA ケーブル及び難燃 PN-PSLATX-GR ケーブルを用いた。 

難燃 PN ケーブルは，難燃 CPN ケーブルと同構造のため難燃 CPN ケーブルに含め 

て評価する。 

   耐電圧試験については，難燃 PN-PSLATX-GR ケーブルは，電気学会推奨案の屈曲

浸水耐電圧試験，難燃 CPN ケーブル及び難燃 CPN-SLA ケーブルは，JIS 耐電圧試験

にて実施した。【添付-6)参照】 

難燃 PN ケーブルの長期健全性試験手順を図 1.3 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3 難燃 PN ケーブルの長期健全性試験手順 

 

*1：電気学会技術報告Ⅱ部第 139 号「原子力発電所用電線・ケーブルの環境試験方法

並びに耐延焼性試験方法に関する推奨案」の略称。 IEEE Std.323-1974 及び IEEE 

Std.383-1974 の規格を根幹にした，ケーブルの加速劣化方法を含む試験条件，試

験手順並びに判定方法が述べられている。 

 

 

供試ケーブル 

加速熱劣化 

放射線照射（通常時+事故時） 

事故時雰囲気曝露 

判 定 

（通常運転期間相当の熱劣化） 

（通常運転期間相当及び重大事故等時の放射線照射） 

（放射線を除く重大事故等時雰囲気曝露） 

（屈曲浸水耐電圧試験＊2,3） 
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*2：屈曲浸水耐電圧試験の試験手順は以下のとおり 

① 直線状に試料を伸ばした後，試料外径の約 40 倍のマンドレルに巻きつける。 

② ①の両端部以外を常温の水中に浸し 1時間以上放置する。 

③ ②の状態で，公称絶縁体厚さに対し交流電圧 3.2 kV/㎜を 5分間印加する。 

 

*3：JIS 耐電圧試験（日本工業規格(JIS C 3005-2000)「ゴム・プラスチック絶縁電線  

試験方法」）の試験手順は以下のとおり 

① あらかじめ設置された清水中に電線を 1時間以上浸した状態で，単心の場合

は導体と清水の間に，多心の場合は導体相互間及び導体と清水の間に周波数

50 Hz または 60 Hz の正弦波に近い波形をもった規定の交流電圧を加え，規定

時間これに耐えるかどうかを調べる。 

 

b. 試験条件 

試験条件は，実機環境条件に基づいて，難燃 CPN ケーブルは 15 年，難燃 CPN-SLA

ケーブル及び難燃 PN-PSLATX-GR ケーブルは 30 年の通常運転期間及び重大事故等を

想定した条件を包絡している。 

難燃 PN ケーブルの長期健全性試験条件を表 1.7 に示す。 

 

表 1.7 難燃 PN ケーブルの長期健全性試験条件（電気学会推奨案） 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 

【難燃 CPN ケーブル】 

121℃×126 時間 

 

【難燃 CPN-SLA ケーブル】 

【難燃 PN-PSLATX-GR ケーブル】 

121℃×251 時間 

原子炉格納容器内の周囲 高温度 65.6 ℃*1

では，制御用難燃 PN ケーブルは 15 年，制

御用以外の難燃 PN ケーブルは 30 年の通常

運転期間を包絡する。【添付-7)参照】 

放射線照射 

(通常時＋事故時) 放射線照射線量：1,175 kGy 

東海第二で想定される線量 約 706 kGy（30

年間の通常運転期間相当の線量 約 66 kGy*1

に重大事故等時の 大積算値 640 kGy*2を

加えた線量）を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 

高温度：235 ℃ 

高圧力：0.62 MPa 

曝露時間：7日間 

東海第二における重大事故等時の 高温度

235 ℃*2， 高圧力 0.62 MPa*2を包絡す

る。【添付-8)参照】 
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*1：通常運転時における原子炉格納容器内の環境条件設計値 

原子炉格納容器内EL.26.4 mの一部エリアを除いた，原子炉格納容器内の環境温度実測 

値平均温度65.4 ℃であったため，周囲 高温度は保守的に設計 高温度65.6 ℃に設

定原子炉格納容器内の通常運転時における実測放射線量率が0.12 Gy/hであったため，

原子炉格納容器内の放射線量率は保守的に設計放射線量率の0.25 Gy/hに設定 

【添付-4)参照】 

    通常運転時線量 66 [kGy]＝0.25 [Gy/h]×24 [h]×365.25 [d]×30 [y] 

*2：重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件解析値 

 

c. 評価結果 

電気学会推奨案による 15 年及び 30 年間の運転期間及び重大事故等を想定した 

     長期健全性試験の結果，難燃 CPN ケーブルは 15 年，難燃 CPN-SLA ケーブル及び難

燃 PN-PSLATX-GR ケーブルは 30 年時点において絶縁を維持できることを確認した。 

なお，原子炉格納容器内 EL.26.4 m のエリアに敷設されている一部の難燃 CPN ケ 

ーブルについては，「原子炉格納容器内の安全機能を有するケーブルの布設環境等 

の調査の実施について（平成 19 年 10 月 30 日付け，平成 19・07・30 原院第 5号） 

」に基づいて実施した敷設環境等の調査の結果，設計温度を上回る値が確認された 

ため，難燃 PN ケーブルの長期健全性試験結果をもとに環境調査結果で得られた温 

度を用いて評価した結果，3年から 14 年間絶縁を維持できることを確認した。 

【添付-5)参照】 

難燃 PN ケーブルの長期健全性試験結果及び長期健全性評価結果を表 1.8 及び 

表 1.9 に示す。 

 

表 1.8 難燃 PN ケーブルの長期健全性試験結果（電気学会推奨案） 

対象ケーブル 項目 試験手順 判定基準 結果 

難燃 PN-PSLATX 

-GR ケーブル 

屈曲浸水 

耐電圧試験 

① 直線状に試料を伸ばした後，

試料外径（7.8 mm）の約 40 倍

のマンドレルに巻きつける。 

② ①の両端部以外を常温の水中

に浸し 1時間以上放置する。 

③ ②の状態で，公称絶縁体厚さ

に対し交流電圧 3.2 kV/㎜を 5

分間印加する。 

絶縁破壊しないこと 良 

難燃CPNケーブ

ル 

難燃 CPN-SLA 

ケーブル 

JIS 耐電圧 
試験 

① ケーブル両端部以外を常温の

水中に浸し1時間以上放置した

後，AC 2,000 V*/1 分間印加す

る。 

絶縁破壊しないこと 良 

*：JIS C 3401 「制御用ケーブル」の耐電圧値にて実施（メーカ基準） 
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表 1.9 原子炉格納容器に敷設の難燃 PN ケーブルの長期健全性評価結果 

敷設エリア 対象ケーブル 周囲 高温度 評価結果 

格納容器全域 

難燃 PN ケーブル 

難燃 CPN ケーブル 

65.6 ℃ 

15 年 

難燃 CPN-SLA ケーブル 

難燃PN-PSLATX-GRケーブ

ル 

30 年 

格納容器内 

EL.26.4 m 

一部エリア 

難燃 CPN ケーブル 66.3 ℃から 76.5 ℃ 3 年から 14 年 
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2) 現状保全 

難燃 PN ケーブルの絶縁低下に対しては，系統機器の点検時に絶縁抵抗測定を実施

している。 

また，系統機器の点検時に実施する動作試験においてもケーブルの絶縁の健全性を

確認している。 

さらに，点検で有意な絶縁低下が認められた場合には，ケーブルの取替を行うこと

としている。 

 

3) 総合評価 

電気学会推奨案による健全性評価（設計基準事故時），ACA ガイドによる健全性評価 

（設計基準事故時）及び電気学会推奨案による健全性評価（重大事故等時）結果か

ら，格納容器全域に敷設されている設計基準事故時雰囲気で機能要求のある難燃 PN

ケーブル，難燃 CPN ケーブル，難燃 CPN-SLA ケーブル及び難燃 PN-PSLATX-GR ケーブ

ルは，ACA ガイドに基づいて得られた評価期間の 28 年，重大事故等時雰囲気において

機能要求のある難燃 PN ケーブル及び難燃 CPN ケーブルは，電気学会推奨案に基づい

て得られた評価期間の 15 年，健全性は維持できると評価する。 

格納容器内 EL.26.4 m の一部エリアに敷設されている難燃 CPN ケーブルは，原子炉

格納容器内のケーブル布設環境調査により，設計温度を上回る値が確認されたため，

難燃 PN ケーブルの長期健全性試験結果をもとに環境調査結果で得られた温度を用い

て評価した結果，3年から 14 年間，健全性は維持できると評価する。 

健全性評価結果から判断して，評価期間内に絶縁体の有意な絶縁低下が発生する可

能性は小さい。絶縁低下は点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験で把握可能

と考えられる。 

今後も，点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施することにより，異

常の有無は把握可能であり，点検手法としては適切であると考える。 

 

4) 高経年化への対応 

絶縁体の絶縁低下に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全内容に対しては 

追加すべき項目はないと考える。 

また，東北地方太平洋沖地震発生にともなう発電所停止操作の過程で，原子炉格納 

容器内通常運転時の設計温度を超えた箇所が確認されたため，評価結果に対する確認 

を行い影響がないことを確認した。機器の取替周期の設定にあたっては，震災発生後 

の設計温度超過を考慮し，設計温度における評価年数に超過期間における評価年数を 

含めて設定する。【添付-9)参照】 

今後も，点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施することにより，絶 

縁低下を監視していくとともに，評価期間を迎える前に長期健全性試験にて確認され 

た同等のケーブルに取替を行うこととする。  
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(2) 電気ペネトレーションの評価 

1) 核計装用電気ペネトレーションの健全性評価 

a. 評価手順 

設計基準事故時に機能要求のある，核計装用，制御用，計測用，制御棒位置指示 

用及び低圧動力用モジュール型電気ペネトレーションの設置されている環境条件及 

び構造は同じであることから，接続機器の原子炉保護上の重要度が高い核計装用モ 

ジュール型電気ペネトレーションを代表に IEEE Std.323-1974 及び IEEE Std.317- 

1976 の規格をもとに東海第二に設置されている国産モジュール型電気ペネトレーシ 

ョンと同等の供試体を用いた長期健全性試験により評価する。 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験手順を図 2.2 に示 

す。 

重大事故等時雰囲気における健全性の評価は，電気ペネトレーションの設置され 

ている環境条件及び構造は同じであることから，核計装用モジュール型電気ペネト 

レーションを代表に健全性評価に対して一番厳しくなる重大事故等時条件をもとに 

評価部位であるシール部及び電線部の温度を解析により求め，設計基準事故時雰囲 

気による長期健全性試験条件に包絡されることを確認する。【添付-10)参照】【添付 

-11)参照】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2 核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験手順 

 

 

 

 

放射線照射（通常時+事故時）

熱サイクル試験 

供試体 

（通常運転期間相当及び設計基準事故時の放射線照射） 

加速熱劣化 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 事故時雰囲気曝露 

（通常運転期間相当の加速熱劣化） 

加振試験 （地震時を模擬） 

（耐電圧試験） 判 定 

（起動停止回数相当の熱サイクル） 
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b. 試験条件 

試験条件は，核計装用モジュール型電気ペネトレーションの 60 年間の通常運転 

期間及び設計基準事故時を想定した条件を包絡している。 

また，試験条件は，核計装用モジュール型電気ペネトレーションの重大事故等時 

を想定した 高圧力， 大加振値を除いて包絡している。 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験条件を表 2.1 に 

示す。 

 

表2.1 核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験条件 

 試験条件 説明 

熱サイクル試験 10 ℃⇔66 ℃/120 ｻｲｸﾙ 
東海第二の 60 年間の起動停止回数を包絡する。 

【添付-12)参照】 

放射線照射 

(通常時＋事故時) 

放射線照射線量 

800 kGy 

東海第二で想定される線量 約 281 kGy（60 年間の

通常運転期間相当の線量 約 21 kGy*1に設計基準事

故時の 大積算値 2.6×102 kGy*2を加えた線量）を

包絡する。 

また，東海第二で想定される線量 約 661 kGy（60

年間の通常運転期間相当の線量 約 21 kGy*1に重大

事故等時の 大積算値 640 kGy*3を加えた線量）を

包絡する。 

加速熱劣化 121 ℃×7日間 

東海第二に設置されている電気ペネトレーションの

通常運転時におけるシール部及び電線部の解析温度

40 ℃*4に対して 60 年間の通常運転期間を包絡す

る。【添付-13)参照】 

事故時雰囲気曝露 

高温度：171 ℃ 

高圧力：0.43 MPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二における設計基準事故時の 高温度 171 ℃
*2， 高圧力 0.31 MPa*2及び重大事故等時の 高温

度約 135 ℃*5を包絡する。【添付-14)参照】 

なお，重大事故時の 高圧力 0.62 MPa*3は，同等の

モジュール型電気ペネトレーションを用いた特性確

認試験にて 高圧力を上回る圧力にて健全性を確認

している。 

加振試験 大加振値：1,332 Gal 

東海第二で想定される電気ペネトレーションの 大

応答加速度 9.50×103 Gal に対しては，同等のモジ

ュール型電気ペネトレーションを用いた加振試験に

て， 大応答加速度を上回る加速度 19.6×103 Gal

にて健全性を確認している。 

*1:通常運転時における原子炉格納容器内の環境条件設計値 

通常運転時線量 21 [kGy]＝0.04 [Gy/h]×24 [h]×365.25 [d]×60 [y] 

*2:設計基準事故時における原子炉格納容器内の環境条件設計値 

*3:重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件解析値 

*4:通常運転時における電気ペネトレーションシール部，電線部の温度解析値 

*5:重大事故等時における電気ペネトレーション電線部の温度解析値 
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c. 評価結果 

長期健全性試験の結果，60 年間の通常運転期間，設計基準事故時において核計装 

用モジュール型電気ペネトレーションの健全性は維持できることを確認した。 

重大事故等時における健全性は，重大事故等時条件をもとに評価部位であるシー 

ル部及び電線部の温度を解析により求め，設計基準事故時雰囲気曝露試験の条件に 

包絡していることを確認した。 

なお，東海第二で想定される重大事故等時における 高圧力については，事故時 

雰囲気曝露試験条件に包絡されていないが，東海第二で使用しているモジュール型 

電気ペネトレーションと同じものを用いた健全性試験において，重大事故等時条件 

を上回る圧力（0.81 MPa)にて気密に対する健全性が確認されていることから重大 

事故等時においても絶縁は維持できると評価する。【添付-15)参照】 

また，東海第二で想定される 大応答加速度 9.50×103 Gal については，加振試 

験条件に包絡されていないが，東海第二で使用しているモジュール型電気ペネトレ 

ーションと同じものを用いた加振試験において，東海第二の 大応答加速度を上回 

る加速度 19.6×103 Gal にて健全性が確認されていることから，重大事故等時にお 

いても絶縁は維持できると評価する。【添付-16)参照】 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験結果を表 2.2 に 

示す。 

 

表 2.2 核計装用モジュール型電気ペネトレーションの 

長期健全性試験の耐電圧試験結果 

試験内容 判定基準* 結果 

耐電圧 
AC 720 V を 4 秒間印加 

絶縁破壊しないこと 良 

*:判定基準は IEEE Std.317-1976 に基づく 

 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションは，60 年間の通常運転期間，設計基 

準事故時及び重大事故等時雰囲気において絶縁は維持できると評価する。 
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2) 現状保全 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシール部及び電線部の絶縁低下に対

しては，点検時に絶縁測定及び機器の動作試験を実施し，有意な絶縁の低下がないこ

とを確認している。 

さらに，定期検査時の原子炉格納容器漏えい率検査により，気密性が確保されてい 

ることを確認しており，有意な湿気の浸入がないことを確認している。 

また，核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシール部及び電線部に有意な 

    絶縁低下が認められた場合は，補修等を行うこととしている。【添付-17)参照】 

 

3) 総合評価 

健全性評価結果から判断して，評価期間内に核計装用モジュール型電気ペネトレー 
ションのシール部及び電線部の絶縁低下が発生する可能性は低く，さらに，絶縁低下 
は機器点検時に実施する絶縁抵抗測定，機器の動作試験及び原子炉格納容器漏えい率 
検査により把握は可能と考える。今後も点検時に絶縁抵抗測定を行うことで，異常の 
有無を把握可能であり，現状の保全は点検手法として適切であると考える。 

 
4) 高経年化への対応 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシール部及び電線部の絶縁低下に対 

しては，高経年化対策の観点から現状の保全に追加すべき項目はない。 

今後も点検時に絶縁抵抗測定，機器の動作試験及び原子炉格納容器漏えい率検査を 

実施することにより，絶縁低下を監視していくとともに，必要に応じて補修等を行う 

こととする。 
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5.代表機器以外の技術評価 

評価対象設備 評価対象機器 部位 健全性評価 現状保全 総合評価 高経年化への対応 

高圧ポンプモータ 

・残留熱除去系海水系ポンプモータ 

・高圧炉心スプレイ系ポンプモータ 

・低圧炉心スプレイ系ポンプモータ 

・残留熱除去系ポンプモータ 

・緊急用海水ポンプモータ 

固定子コイル 

口出線・接続

部品 

長期健全性試験の結果，固定子コイル及び口出

線・接続部品絶縁物は 60 年の通常運転期間，

設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気におい

て絶縁を維持できると評価。 

点検時に絶縁抵抗測定及び絶縁診断試験（直流

吸収試験，交流電流試験，誘電正接試験及び部

分放電試験）を実施し，有意な絶縁の変化が認

められた場合は，洗浄，乾燥及び絶縁補修（絶

縁物にワニス注入）又は固定子コイル及び口出

線・接続部品の取替を実施。 

固定子コイル及び口出線・接続部品の有意な絶

縁低下の可能性は小さく，また，現状保全にて

絶縁低下は把握可能。 

絶縁抵抗測定，絶縁診断試験，目視確認及び清

掃を実施することで，異常の有無を把握可能で

あり，現状の保全は点検手法として適切である

と判断。 

固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁低下

に対しては，高経年化対策の観点から現状の保

全内容に追加すべき項目はない。 

今後も点検時に絶縁抵抗測定，絶縁診断試験，

目視確認及び清掃を実施していくとともに，必

要に応じて洗浄，乾燥及び絶縁補修（絶縁物に

ワニスを注入）又は固定子コイル及び口出線・

接続部品の取替を実施する。 

低圧ポンプモータ 

・ほう酸水注入系ポンプモータ 

・非常用ディーゼル発電機冷却系海水ポンプ 

モータ 

・原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器保持ポンプ 

モータ 

・ほう酸水注入系潤滑油ポンプモータ 

・原子炉冷却材浄化系循環ポンプモータ 

・常設低圧代替注水系ポンプモータ 

・代替燃料プール冷却系ポンプモータ 

・代替循環冷却系ポンプモータ 

・格納容器圧力逃がし装置移送ポンプモータ 

固定子コイル 

口出線・接続

部品 

固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁低下

要因としては，機械的，熱的，電気的及び環境

的要因により経年的に劣化が進行し，絶縁低下

を起こす可能性があり，これまでの点検実績か

ら も絶縁低下に影響及ぼす要因は熱的劣化で

あり，長期間の使用を考慮すると固定子コイル

及び口出線・接続部品の絶縁低下の可能性は否

定できない。 

固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁低下

に対しては，点検時に目視確認，清掃及び絶縁

抵抗測定を実施し，熱的劣化による有意な絶縁

低下のないことを確認。 

また，これらの点検で有意な絶縁低下による異

常が確認された場合は，洗浄・乾燥及び絶縁補

修（絶縁物にワニスを注入）又は，固定子コイ

ル及び口出線・接続部品又はモータの取替を実

施。 

固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁低下

の可能性は小さく，また，現状保全にて絶縁の

低下は把握可能。 

目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施するこ

とで，異常の有無の確認は可能であり，現状の

保全は点検手法として適切であると判断。 

固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁低下

に対しては，高経年化対策の観点から現状の保

全内容に追加すべき項目はない。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測

定を実施していくとともに，必要に応じて洗

浄，乾燥及び絶縁補修（絶縁物にワニスを注

入）又は固定子コイル及び口出線・接続部品の

取替を実施する。 

電動弁用駆動部 

・残留熱除去系シャットダウンライン隔離弁

（内側）駆動部 

固定子コイル 

口出線・接続

部品電磁ブレ

ーキコイル 

新品の電動弁モータを供試体に，長期健全性試

験を実施した結果，固定子コイル，口出線・接

続部品及び電磁ブレーキコイルの絶縁物は，60

年間の通常運転期間，設計基準事故時及び重大

事故等時雰囲気において絶縁を維持できると評

価。 

固定子コイル，回転子コイル，口出線・接続部

品及び電磁ブレーキコイルの絶縁低下に対して

は，点検時に絶縁抵抗測定及び動作試験を実施

し，有意な絶縁低下が認められた場合には，モ

ータの補修又は取替を実施。 

固定子コイル，回転子コイル，口出線・接続部

品及び電磁ブレーキコイルの有意な絶縁低下の

可能性は小さく，また，現状保全にて絶縁低下

は把握可能。 

絶縁抵抗測定，動作試験を実施することで，異

常の有無を把握可能であり，現状の保全は点検

手法としては適切であると判断。 

固定子コイル，回転子コイル，口出線・接続部

品及び電磁ブレーキコイルの絶縁低下に対して

は，高経年化対策の観点から現状の保全内容に

対して追加すべき項目はない。 

今後も点検時に絶縁抵抗測定，動作試験を実施

することにより絶縁低下を監視していくととも

に，必要に応じて補修又は取替を実施する。 
・残留熱除去系注入弁駆動部 

38 年間使用した実機モータを供試体に，22 年

の劣化付与を行い，60 年を想定した長期健全

性試験を実施した結果，固定子コイル，回転子

コイル，口出線・接続部品及び電磁ブレーキコ

イルの絶縁物は，60 年間の通常運転期間，設

計基準事故時及び重大事故等時雰囲気において

絶縁を維持できると評価。 

・残留熱除去系シャットダウンライン隔離弁

（外側）駆動部 

固定子コイル 

回転子コイル 

口出線・接続

部品電磁ブレ

ーキコイル 

高圧ケーブル ・高圧難燃 CV ケーブル 絶縁体 

電気学会推奨案に基づく長期健全性試験の結

果，60 年の通常運転期間，設計基準事故時及

び重大事故等時雰囲気において絶縁を維持でき

ると評価。 

絶縁体の絶縁低下に対して，電動機用ケーブル

については点検時に絶縁抵抗測定及び絶縁診断

試験，その他負荷用ケーブルについては絶縁抵

抗測定を行い許容範囲に収まっていることの確

認を行うとともに，系統機器の点検時に実施す

る動作試験においてケーブルの絶縁の健全性を

確認し，点検で有意な絶縁低下が認められた場

合には，ケーブルの取替を実施。 

絶縁体の有意な絶縁低下の可能性は低く，ま

た，現状保全にて絶縁の低下は把握可能。 

絶縁抵抗測定，絶縁診断試験及び系統機器の動

作試験を実施することで，絶縁低下は把握可能

であり，現状の保全は点検手法としては適切で

あると判断。 

絶縁体の絶縁低下に対しては，高経年化対策の

観点から現状の保全内容に対して追加すべき項

目はない。 

今後も点検時の絶縁抵抗測定，絶縁診断試験及

び系統機器の動作試験を実施することにより，

絶縁低下を監視していくとともに，必要に応じ

て取替を実施する。 

低圧ケーブル 

・CV ケーブル 

絶縁体 

電気学会推奨案に基づく長期健全性試験の結

果，60 年の通常運転期間，設計基準事故時及

び重大事故等時雰囲気において絶縁を維持でき

ると評価。 

また，ACA ガイドに従った評価を実施し，60 年

間の通常運転期間及び設計基準事故時雰囲気に

おいて絶縁を維持できると評価。 

絶縁体の絶縁低下に対して，点検時に絶縁抵抗

測定及び系統機器の点検時に実施する動作試験

においてケーブルの絶縁の健全性を確認し，点

検で有意な絶縁低下が認められた場合には，ケ

ーブルの取替を実施。 

絶縁体の有意な絶縁低下の可能性は小さく，ま

た，現状保全にて絶縁の低下は把握可能。 

絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施す

ることで，異常の有無は把握可能であり，点検

手法としては適切であると判断。 

絶縁体の絶縁低下に対しては，高経年化対策の

観点から現状の保全内容に対して追加すべき項

目はない。 

今後も点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動

作試験を実施することにより，絶縁低下を監視

していくとともに，必要に応じて取替を実施す

る。 

・難燃 CV ケーブル 

・KGB ケーブル（原子炉格納容器内） 

電気学会推奨案に基づく長期健全性試験の結

果，60 年の通常運転期間及び設計基準事故時

雰囲気において絶縁を維持できると評価。 

また，ACA ガイドに従った評価を実施し，60 年

間の通常運転期間及び設計基準事故時雰囲気に

おいて絶縁を維持できると評価 
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同軸ケーブル 

・難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポ

リエチレン）（原子炉格納容器内） 

絶縁体 

電気学会推奨案に基づく長期健全性試験の結

果，60 年間の通常運転期間，設計基準事故時

及び重大事故等時雰囲気において絶縁を維持で

きると評価。 

また，ACA ガイドに従った評価を実施し，30 年

間の通常運転とその後の設計基準事故後におい

て絶縁を維持できると評価。 

絶縁体の絶縁低下に対して，点検時に絶縁抵抗

測定及び系統機器の点検時に実施する動作試験

においてケーブルの絶縁の健全性を確認し，点

検で有意な絶縁低下が認められた場合には，ケ

ーブルの取替を実施 

絶縁体の急激な絶縁低下の可能性は小さく，ま

た，現状保全にて絶縁の低下は把握可能。 

系統機器点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の

動作試験を実施することで，異常の有無は把握

可能であり，点検手法としては適切であると判

断。 

絶縁体の絶縁低下に対しては，高経年化対策の

観点から現状の保全内容に対して追加すべき項

目はない。 

今後も系統機器点検時の絶縁抵抗測定及び系統

機器の動作試験を実施し，絶縁低下を監視して

いくとともに，必要に応じて取替を実施する。

・難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器内） 

電気学会推奨案に基づく長期健全性試験の結

果，41 年間の通常運転期間，設計基準事故時

及び重大事故等時雰囲気において絶縁を維持で

きると評価。 

また，ACA ガイドに従った評価を実機相当品

（架橋ポリエチレンの絶縁体を有する難燃一重

同軸ケーブル）により実施し，30 年間の通常

運転とその後の設計基準事故後において絶縁を

維持できると評価。 

絶縁体の絶縁低下に対しては，今後も系統機器

点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験

を実施し，絶縁低下を監視していくとともに，

必要に応じて取替を行う。 

なお，難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器

内）については，追加保全項目として，健全性

評価から得られた評価期間に至る前に取替を実

施する。 

・難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポ

リオレフィン） 

電気学会推奨案に基づく長期健全性試験の結

果，60 年間の通常運転期間，設計基準事故時

及び重大事故等時雰囲気において絶縁を維持で

きると評価。 

また，37 年間実機環境下で使用した実機同等

品よる ACA ガイドに従った長期健全性試験で，

23 年間の健全性が確認できていることから運

転開始後 60 年間の通常運転期間，設計基準事

故時及び重大事故等時雰囲気において絶縁を維

持できると評価。 

絶縁体の絶縁低下に対しては，高経年化対策の

観点から現状の保全内容に対して追加すべき項

目はない。 

今後も系統機器点検時の絶縁抵抗測定及び系統

機器の動作試験を実施し，絶縁低下を監視して

いくとともに，必要に応じて取替を実施する。

・難燃三重同軸ケーブル 

電気学会推奨案に基づく長期健全性試験の結

果，60 年の通常運転期間，設計基準事故時及

び重大事故等時雰囲気において絶縁を維持でき

ると評価。 

また，37 年間実機環境下で使用した実機相当

品（架橋ポリオレフィンの絶縁体を有する難燃

一重同軸ケーブル）による ACA ガイドに従った

長期健全性試験で，23 年間の健全性が確認で

きていることから運転開始後 60 年間の通常運

転期間，設計基準事故時及び重大事故等時雰囲

気において絶縁を維持できると評価。 

・難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポ

リエチレン）（原子炉格納容器内） 

電気学会推奨案に基づく長期健全性試験の結

果，60 年間の通常運転期間，設計基準事故時

及び重大事故等時雰囲気において絶縁を維持で

きると評価。 

また，ACA ガイドに従った評価を実施し，60 年

間の通常運転とその後の設計基準事故後におい

て絶縁を維持できると評価。 

・難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器内） 

・難燃二重同軸ケーブル 
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ケーブル接続部 

・端子台接続（原子炉格納容器内） 

絶縁部 

端子台接続（原子炉格納容器内）は，38 年間使

用した端子台に設計基準事故時を想定した長期

健全性試験を実施した結果，38 年時点において

絶縁を維持できると評価。 

また，重大事故等時条件は，長期健全性試験条

件に包絡されていることから重大事故等時雰囲

気においても絶縁を維持できると評価。 

絶縁部の絶縁低下に対しては，点検時に絶縁抵

抗測定及び点検時に実施する動作試験において

絶縁の健全性を確認し，点検で有意な絶縁低下

が認められた場合は，取替を実施。 

絶縁部の絶縁低下の可能性は否定できないが，

現状保全にて絶縁の低下は把握可能。 

点検時に絶縁抵抗測定及び機器の動作試験を実

施することで，異常の有無は把握可能であり，

点検手法としては適切であると判断。 

端子台接続（原子炉格納容器内）の絶縁低下に

対しては，高経年化対策の観点から現状の保全

内容に追加すべき項目はない。今後も，点検時

に絶縁抵抗測定及び機器の動作試験を実施する

ことにより絶縁低下を監視していくとともに，

必要に応じて取替を行うこととする。 

なお，事故時動作要求のある端子台接続（原子

炉格納容器内）は，今停止期間中に全数の取替

を行う計画としている。端子台接続（原子炉格

納容器内）は，評価期間の 38 年を迎える前に

取替えることで絶縁を維持できると評価する。

・電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内） 

長期健全性試験の結果，45 年間の通常運転期

間及び設計基準事故時において絶縁を維持でき

ると評価。 

電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内）は，

運転開始 18 年目に設置しており，長期健全性

試験で確認のとれている 45 年間を加えると，

電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内）は，

運転開始後 60 年間の通常運転期間及び設計基

準事故時雰囲気において絶縁を維持できると評

価。 

絶縁低下に対しては，高経年化対策の観点から

現状の保全内容に追加すべき項目はない。今後

も，点検時に絶縁抵抗測定及び機器の動作試験

を実施することにより絶縁低下を監視していく

とともに，必要に応じ取替を行うこととする。

・同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉 

格納容器内） 

長期健全性試験の結果，60 年間の通常運転期

間，設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気に

おいて絶縁を維持できると評価。 

・スプライス接続（原子炉格納容器内） 

長期健全性試験の結果，60 年間の通常運転期

間，設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気に

おいて絶縁を維持できると評価。 

・端子台接続（原子炉格納容器外） 

端子台接続（原子炉格納容器外）は，12 年間使

用した端子台に 48 年分の劣化付与を行い，設計

基準事故時を想定した長期健全性試験を実施し

た結果，60 年時点において絶縁を維持できると

評価。 

・電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器外） 

長期健全性試験の結果，60 年間の通常運転期

間及び設計基準事故時において絶縁を維持でき

ると評価。 

・同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（放射線 

計測用）（原子炉格納容器外） 

長期健全性試験の結果，60 年間の通常運転期

間及び設計基準事故時において絶縁を維持でき

ると評価。 
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ケーブル接続部 

・同軸コネクタ接続（放射線計測用）（原子炉格納 

容器外） 

絶縁部 

長期健全性試験の結果，6 年間の通常運転期間，

設計基準事故時及び重大事故等時において絶縁

を維持できると評価。 

絶縁部の絶縁低下に対しては，点検時に絶縁抵

抗測定及び点検時に実施する動作試験において

絶縁の健全性を確認し，点検で有意な絶縁低下

が認められた場合は，取替を実施。 

絶縁部の絶縁低下の可能性は否定できないが，

現状保全にて絶縁の低下は把握可能。 

点検時に絶縁抵抗測定及び機器の動作試験を実

施することで，異常の有無は把握可能であり，

点検手法としては適切であると判断。 

今後も，点検時に絶縁抵抗測定及び機器の動作

試験を実施することにより絶縁低下を監視して

いくとともに，必要に応じ取替を行うこととす

る。 

なお，追加保全項目として，長期健全性評価結

果から得られた評価期間に至る前に取替を行う

ことを継続していくこととする。 

・同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格 

納容器内） 

長期健全性試験の結果，60 年間の通常運転期

間，設計基準事故時及び重大事故等時において

絶縁を維持できると評価。 

絶縁低下に対しては，高経年化対策の観点から

現状の保全内容に追加すべき項目はない。今後

も，点検時に絶縁抵抗測定及び機器の動作試験

を実施することにより絶縁低下を監視していく

とともに，必要に応じ取替を行うこととする。

・同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格 

納容器外） 

・スプライス接続（原子炉格納容器外） 
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電源設備 

・非常用 M/C 

・常設代替高圧電源装置遮断器盤 

・緊急用 M/C 

・緊急時対策所用 M/C 

主回路導体支

持碍子 

主回路断路部 

真空遮断器の

断路部・絶縁

フレーム・絶

縁支柱 

主回路導体支持碍子，主回路断路部及び真空遮

断器の断路部・絶縁フレーム・絶縁支柱の絶縁

低下要因としては，通電による熱的劣化，絶縁

物内空隙での放電による電気的劣化及び絶縁物

表面に埃が付着・吸湿して沿面絶縁を低下させ

る環境的劣化があるが，これまでの点検実績か

ら も絶縁低下に影響を及ぼす要因は熱的劣化

であることから，長期間の使用を考慮すると絶

縁低下が起こる可能性は否定できない。 

主回路導体支持碍子，主回路断路部及び真空遮

断器の断路部・絶縁フレーム・絶縁支柱の絶縁

低下に対しては，点検時に絶縁物の変色有無や

塵埃付着の有無等の目視確認，清掃及び絶縁抵

抗測定を行い，熱的劣化による有意な絶縁低下

のないことを確認し，点検で有意な絶縁の低下

が確認された場合は，補修又は取替を実施。 

主回路導体支持碍子，主回路断路部及び真空遮

断器の断路部・絶縁フレーム・絶縁支柱の絶縁

低下の可能性は否定できないが，現状保全にて

絶縁の低下は把握可能。 

点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実

施することで，異常の有無の確認は可能であ

り，点検手法として適切であると判断。 

主回路導体支持碍子，主回路断路部及び真空遮

断器の断路部・絶縁フレーム・絶縁支柱の絶縁

低下に対しては，高経年化対策の観点から現状

の保全内容に追加すべき項目はない。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測

定を実施し，絶縁低下を監視していくととも

に，必要に応じて補修又は取替を実施する。 

計器用変圧器

コイル 

計器用変圧器コイルの絶縁低下要因としては，

コイルの通電電流による熱的劣化，絶縁物内空

隙での放電による電気的劣化及び絶縁物表面に

埃が付着・吸湿して沿面絶縁を低下させる環境

的劣化があるが，これまでの点検実績から も

絶縁低下に影響を及ぼす要因は熱的劣化である

ことから，長期間の使用を考慮すると絶縁低下

が起こる可能性は否定できない。 

計器用変圧器コイルの絶縁低下に対しては，点

検時に絶縁物の変色有無や塵埃付着の有無等の

目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を行い，熱的

劣化による有意な絶縁低下のないことを確認

し，点検で有意な絶縁の低下が確認された場合

は，補修又は取替を実施。 

計器用変圧器コイルの絶縁低下の可能性は否定

できないが，現状保全にて絶縁の低下は把握可

能。 

点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実

施することで，異常の有無の確認は可能であ

り，現状の保全は点検手法として適切であると

判断。 

計器用変圧器コイルの絶縁低下に対しては，高

経年化対策の観点から現状の保全内容に追加す

べき項目はない。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測

定を実施することにより，絶縁低下を監視して

いくとともに，必要に応じて補修又は取替を実

施する。 

・非常用動力変圧器（2C,2D） 

・非常用動力用変圧器（HPCS） 

・緊急用動力変圧器 

・緊急時対策所用動力変圧器 

変圧器コイル 

変圧器コイルの絶縁低下要因としては，コイル

の通電電流による熱的劣化，絶縁物内空隙での

放電による電気的劣化及び絶縁物表面に埃が付

着・吸湿して沿面絶縁を低下させる環境的劣化

があるが，これまでの点検実績から も絶縁低

下に影響を及ぼす要因は熱的劣化であることか

ら，長期間の使用を考慮すると絶縁低下が起こ

る可能性は否定できない。 

変圧器コイルの絶縁低下に対しては，点検時に

絶縁物の変色有無や塵埃付着の有無等の目視確

認，清掃及び絶縁抵抗測定を行い，熱的劣化に

よる有意な絶縁低下のないことを確認し，点検

で有意な絶縁の低下が確認された場合は，補修

又は取替を実施。 

変圧器コイルの絶縁低下の可能性は否定できな

いが，現状保全にて絶縁の低下は把握可能。 

点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実

施することで，異常の有無の確認は可能であ

り，現状の保全は点検手法として適切であると

判断。 

変圧器コイルの絶縁低下に対しては，高経年化

対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項

目はない。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測

定を実施することにより，絶縁低下を監視して

いくとともに，必要に応じて補修又は取替を実

施する。 

固定子コイル 

口出線・接続

部品 

低圧ポンプモータの評価と同様。 同左 同左 同左 

・非常用 P/C，計測用 P/C 

・緊急用 P/C 

・緊急時対策所用 P/C 

・125 V 直流 P/C 

・計測用 P/C 

気中遮断器絶

縁支持板(非常

用 P/C) 

主回路導体絶

縁支持板(非常

用 P/C) 

主回路断路部

(非常用 P/C) 

支持碍子(計測

用 P/C) 

気中遮断器絶縁支持板，主回路導体絶縁支持

板，主回路断路部及び支持碍子の絶縁低下要因

としては，通電による熱的劣化，絶縁物表面に

埃が付着・吸湿して沿面絶縁を低下させる環境

的劣化があるが，これまでの点検実績から も

絶縁低下に影響を及ぼす要因は熱的劣化である

ことから，長期間の使用を考慮すると絶縁低下

が起こる可能性は否定できない。 

 

気中遮断器絶縁支持板，主回路導体絶縁支持

板，主回路断路部及び支持碍子の絶縁低下に対

しては，点検時に絶縁物の変色有無や塵埃付着

の有無等の目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を

行い，熱的劣化による有意な絶縁低下のないこ

とを確認し，点検で有意な絶縁の低下が確認さ

れた場合は，補修又は取替を実施。 

 

気中遮断器絶縁支持板，主回路導体絶縁支持

板，主回路断路部及び支持碍子の絶縁低下の可

能性は否定できないが，現状保全にて絶縁の低

下は把握可能。 

点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実

施することで，異常の有無の確認は可能であ

り，現状の保全は点検手法として適切であると

判断。 

 

気中遮断器絶縁支持板，主回路導体絶縁支持

板，主回路断路部及び支持碍子の絶縁低下に対

しては，高経年化対策の観点から現状の保全内

容に追加すべき項目はない。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測

定を実施することにより，絶縁低下を監視して

いくとともに，必要に応じて補修又は取替を実

施する。 

計器用変圧器

コイル(非常用

P/C) 

計器用変圧器コイルの絶縁低下要因としては，

コイルの通電電流による熱的劣化，絶縁物表面

に埃が付着・吸湿して沿面絶縁を低下させる環

境的劣化があるが，これまでの点検実績から

も絶縁低下に影響を及ぼす要因は熱的劣化であ

ることから，長期間の使用を考慮すると絶縁低

下が起こる可能性は否定できない。 

計器用変圧器コイルの絶縁低下に対しては，点

検時に絶縁物の変色有無や塵埃付着の有無等の

目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を行い，熱的

劣化による有意な絶縁低下のないことを確認

し，点検で有意な絶縁の低下が確認された場合

は，補修又は取替を実施。 

計器用変圧器コイルの絶縁低下の可能性は否定

できないが，現状保全にて絶縁の低下は把握可

能。 

点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実

施することで，異常の有無の確認は可能であ

り，現状の保全は点検手法として適切であると

判断。 

計器用変圧器コイルの絶縁低下に対しては，高

経年化対策の観点から現状の保全内容に追加す

べき項目はない。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測

定を実施することにより，絶縁低下を監視して

いくとともに，必要に応じて補修又は取替を実

施する。 
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評価対象設備 評価対象機器 部位 健全性評価 現状保全 総合評価 高経年化への対応 

電源設備 

・480 V 非常用 MCC 

・緊急用 MCC 

・緊急時対策所用 MCC 

・125 V 直流 MCC 

・緊急用直流 125 V MCC 

変圧器コイ

ル， 

制御用変圧器

コイル 

計器用変圧器

コイル 

変圧器コイル，制御用変圧器コイル及び計器用

変圧器コイルの絶縁低下要因としては，コイル

の通電電流による熱的劣化，絶縁物表面に埃が

付着・吸湿して沿面絶縁を低下させる環境的劣

化があるが，これまでの点検実績から も絶縁

低下に影響を及ぼす要因は熱的劣化であること

から，長期間の使用を考慮すると絶縁低下が起

こる可能性は否定できない。 

変圧器コイル，制御用変圧器コイル及び計器用

変圧器コイルの絶縁低下に対しては，点検時に

絶縁物の変色有無や塵埃付着の有無等の目視確

認，清掃及び絶縁抵抗測定を行い，熱的劣化に

よる有意な絶縁低下のないことを確認し，点検

で有意な絶縁の低下が確認された場合は，補修

又は取替を実施。 

変圧器コイル，制御用変圧器コイル及び計器用

変圧器コイルの絶縁低下の可能性は否定できな

いが，現状保全にて絶縁の低下は把握可能。 

点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実

施することで，異常の有無の確認は可能であ

り，現状の保全は点検手法として適切であると

判断。 

変圧器コイル，制御用変圧器コイル及び計器用

変圧器コイルの絶縁低下に対しては，高経年化

対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項

目はない。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測

定を実施することにより，絶縁低下を監視して

いくとともに，必要に応じて補修又は取替を実

施する。 

水平母線・垂

直母線サポー

ト 

断路部取付台 

水平母線・垂直母線サポート及び断路部取付台

の絶縁低下要因としては，通電による熱的劣

化，絶縁物表面に埃が付着・吸湿して沿面絶縁

を低下させる環境的劣化があるが，これまでの

点検実績から も絶縁低下に影響を及ぼす要因

は熱的劣化であることから，長期間の使用を考

慮すると絶縁低下が起こる可能性は否定できな

い。 

水平母線・垂直母線サポート及び断路部取付台

の絶縁低下に対しては，点検時に絶縁物の変色

有無や塵埃付着の有無等の目視確認，清掃及び

絶縁抵抗測定を行い，熱的劣化による有意な絶

縁低下のないことを確認し，点検で有意な絶縁

の低下が確認された場合は，補修又は取替を実

施。 

水平母線・垂直母線サポート及び断路部取付台

の絶縁低下の可能性は否定できないが，現状保

全にて絶縁の低下は把握可能。 

点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実

施することで，異常の有無の確認は可能であ

り，現状の保全は点検手法として適切であると

判断。 

水平母線・垂直母線サポート及び断路部取付台

の絶縁低下に対しては，高経年化対策の観点か

ら現状の保全内容に追加すべき項目はない。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測

定を実施することにより，絶縁低下を監視して

いくとともに，必要に応じて補修又は取替を実

施する。 

・非常用ディーゼル発電設備 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

・常設代替高圧電源装置 

・緊急時対策所用発電設備 

固定子コイル 

口出線・接続

部品 

高圧ポンプモータの評価と同様。 同左 同左 同左 

計器用変圧器

コイル 
高圧閉鎖配電盤の評価と同様。 同左 同左 同左 

回転子コイル 

回転子コイルの絶縁低下要因としては，運転時

の振動によるコイル絶縁部の緩み等による機械

的劣化，コイルの通電電流による絶縁物の熱的

劣化及び絶縁物表面に埃が付着・吸湿して沿面

絶縁を低下させる環境的劣化があるが，これま

での点検実績から も絶縁低下に影響を及ぼす

要因は環境的劣化であることから，長期間の使

用を考慮すると絶縁低下が起こる可能性は否定

できない。 

回転子コイルの絶縁低下に対しては，点検時に

絶縁物の変色有無や塵埃付着の有無，絶縁物，

コイルの緩みの有無等の目視確認，清掃及び絶

縁抵抗測定を行い，環境的劣化による有意な絶

縁低下がないことを確認し，点検で有意な絶縁

低下による異常が確認された場合は，洗浄，乾

燥及び絶縁補修（絶縁物にワニスを注入）又は

回転子コイルの取替を実施。 

回転子コイルの絶縁低下の可能性は否定できな

いが，絶縁低下は点検時における目視確認，清

掃及び絶縁抵抗測定にて把握可能。 

点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実

施することで，異常の有無の確認は可能であ

り，現状の保全は点検手法として適切であると

判断。 

回転子コイルの絶縁低下に対しては，高経年化

対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項

目はない。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測

定を実施することにより，絶縁低下を監視して

いくとともに，必要に応じて補修又は取替を実

施する。 

可飽和変流器

コイル 

整流器用変圧

器コイル 

リアクトルコ

イル 

可飽和変流器コイル，整流器用変圧器コイル及

びリアクトルコイルの絶縁低下要因としては，

コイルの通電電流による絶縁物の熱的劣化，絶

縁物内空隙での放電による電気的劣化及び絶縁

物表面に埃が付着・吸湿して沿面絶縁を低下さ

せる環境的劣化があるが，これまでの点検実績

から も絶縁低下に影響を及ぼす要因は熱的劣

化であることから，長期間の使用を考慮すると

絶縁低下が起こる可能性は否定できない。 

可飽和変流器コイル，整流器用変圧器コイル及

びリアクトルコイルの絶縁低下に対しては，点

検時に絶縁物の変色有無や塵埃付着の有無等の

目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を行い，熱的

劣化による有意な絶縁低下のないことを確認

し，点検で有意な絶縁の低下が確認された場合

は，洗浄，乾燥及び絶縁補修又は取替を実施。

可飽和変流器コイル，整流器用変圧器コイル及

びリアクトルコイルの絶縁低下の可能性は否定

できないが，現状保全にて絶縁の低下は把握可

能。 

点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実

施することで，異常の有無の確認は可能であ

り，現状の保全は点検手法として適切であると

判断。 

可飽和変流器コイル，整流器用変圧器コイル及

びリアクトルコイルの絶縁低下に対しては，高

経年化対策の観点から現状の保全内容に追加す

べき項目はない。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測

定を実施することにより，絶縁低下を監視して

いくとともに，必要に応じて補修又は取替を実

施する。 
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評価対象設備 評価対象機器 部位 健全性評価 現状保全 総合評価 高経年化への対応 

電源設備 

・原子炉保護系 MG セット 

駆動モータの

固定子コイル 

口出線・接続

部品 

低圧ポンプモータの評価と同様。 同左 同左 同左 

発電機電機子

コイル 

発電機界磁コ

イル 

励磁機電機子

コイル 

励磁機界磁コ

イル発電機，

励磁機の口出

線・接続部品 

発電機電機子コイル，発電機界磁コイル，励磁

機電機子コイル，励磁機界磁コイル及び発電

機，励磁機の口出線・接続部品の絶縁低下要因

としては，機械的，熱的，電気的及び環境的要

因により経年的に劣化が進行し，絶縁低下を起

こす可能性があるが，これまでの点検実績から

も絶縁低下に影響を及ぼす要因は熱的劣化で

あることから，長期間の使用を考慮すると発電

機電機子コイル，発電機界磁コイル，励磁機電

機子コイル，励磁機界磁コイル及び発電機，励

磁機の口出線・接続部品における絶縁低下の可

能性は否定できない。 

発電機電機子コイル，発電機界磁コイル，励磁

機電機子コイル，励磁機界磁コイル及び発電

機，励磁機の口出線・接続部品の絶縁低下に対

しては，点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗

測定を行い，熱的劣化による有意な絶縁低下の

ないことを確認し，点検で有意な絶縁低下によ

る異常が確認された場合は，洗浄・乾燥及び絶

縁補修（絶縁物にワニスを注入）又は発電機，

励磁機コイル及び口出線・接続部品の取替を実

施。 

発電機電機子コイル，発電機界磁コイル，励磁

機電機子コイル，励磁機界磁コイル及び発電

機，励磁機の口出線・接続部品における絶縁低

下の可能性は小さく，また，現状保全にて絶縁

低下の把握は可能。 

点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実

施することで，異常の有無の確認は可能であ

り，現状の保全は点検手法として適切であると

判断。 

発電機電機子コイル，発電機界磁コイル，励磁

機電機子コイル，励磁機界磁コイル及び発電

機，励磁機の口出線・接続部品の絶縁低下に対

しては，高経年化対策の観点から現状の保全内

容に追加すべき項目はない。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測

定を実施することにより，絶縁低下を監視して

いくとともに，必要に応じて洗浄・乾燥及び絶

縁補修（絶縁物にワニスを注入）又は発電機，

励磁機コイル及び口出線・接続部品を取替を実

施する。 

計器用変圧器

コイル 

計器用変圧器コイルの絶縁低下要因としては，

コイルの通電電流による熱的劣化，絶縁物表面

に埃が付着・吸湿して沿面絶縁を低下させる環

境的劣化があるが，これまでの点検実績から

も絶縁低下に影響を及ぼす要因は熱的劣化であ

ることから，長期間の使用を考慮すると絶縁低

下が起こる可能性は否定できない。 

計器用変圧器コイルの絶縁低下に対しては，点

検時に絶縁物の変色有無や塵埃付着の有無等の

目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を行い，熱的

劣化による有意な絶縁低下のないことを確認

し，点検で有意な絶縁の低下が確認された場合

は，補修又は取替を実施。 

 

計器用変圧器コイルの絶縁低下の可能性は否定

できないが，現状保全にて絶縁の低下は把握可

能。 

点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実

施することで，異常の有無の確認は可能であ

り，現状の保全は点検手法として適切であると

判断。 

計器用変圧器コイルの絶縁低下に対しては，高

経年化対策の観点から現状の保全内容に追加す

べき項目はない。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測

定を実施することにより，絶縁低下を監視して

いくとともに，必要に応じて補修又は取替を実

施する。 

・バイタル電源用無停電電源装置 

・緊急用無停電電源装置 
・非常用無停電電源装置 
・緊急時対策所用無停電電源装置 

変圧器コイル 

変圧器コイルの絶縁低下要因としては，コイル

の通電電流による熱的劣化，絶縁物表面に埃が

付着・吸湿して沿面絶縁を低下させる環境的劣

化があるが，これまでの点検実績から も絶縁

低下に影響を及ぼす要因は熱的劣化であること

から，長期間の使用を考慮すると絶縁低下が起

こる可能性は否定できない。 

変圧器コイルの絶縁低下に対しては，点検時に

絶縁物の変色有無や塵埃付着の有無等の目視確

認，清掃及び絶縁抵抗測定を行い，熱的劣化に

よる有意な絶縁低下のないことを確認し，点検

で有意な絶縁の低下が確認された場合は，補修

又は取替を実施。 

変圧器コイルの絶縁低下の可能性は否定できな

いが，現状保全にて絶縁の低下は把握可能。 

点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実

施することで，異常の有無の確認は可能であ

り，現状の保全は点検手法として適切であると

判断。 

変圧器コイルの絶縁低下に対しては，高経年化

対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項

目はない。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測

定を実施することにより，絶縁低下を監視して

いくとともに，必要に応じて補修又は取替を実

施する。 

・125 V 充電器盤 2A 

・125 V 充電器盤 2B 

・125 V 充電器盤 予備 

・125 V 充電器盤 HPCS 

・緊急用 125 V 充電器盤 

・緊急時対策所用充電器盤 

・±24 V 充電器盤 2A，2B 

・緊急時対策所用直流 24 V 充電器盤 

変圧器コイル 

変圧器コイルの絶縁低下要因としては，コイル

の通電電流による熱的劣化，絶縁物表面に埃が

付着・吸湿して沿面絶縁を低下させる環境的劣

化があるが，これまでの点検実績から も絶縁

低下に影響を及ぼす要因は熱的劣化であること

から，長期間の使用を考慮すると絶縁低下が起

こる可能性は否定できない。 

変圧器コイルの絶縁低下に対しては，点検時に

絶縁物の変色有無や塵埃付着の有無等の目視確

認，清掃及び絶縁抵抗測定を行い，熱的劣化に

よる有意な絶縁低下のないことを確認し，点検

で有意な絶縁の低下が認められた場合は，補修

又は取替を実施。 

変圧器コイルの絶縁低下の可能性は否定できな

いが，現状保全にて絶縁の低下は把握可能。 

点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実

施することで，異常の有無の確認は可能であ

り，現状の保全は点検手法として適切であると

判断。 

変圧器コイルの絶縁低下に対しては，高経年化

対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項

目はない。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測

定を実施することにより，絶縁低下を監視して

いくとともに，必要に応じて補修又は取替を実

施する。 
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評価対象設備 評価対象機器 部位 健全性評価 現状保全 総合評価 高経年化への対応 

電源設備 

・交流計測用分電盤 A系，B系 

・交流計測用分電盤 HPCS 系 

・直流分電盤 

・バイタル分電盤 

・中性子モニタ用分電盤 

・緊急用計装交流主母線盤 

・緊急用直流分電盤 

・緊急用無停電計装分電盤 

・非常用無停電計装分電盤 

・緊急時対策所用分電盤 

・緊急時対策所用直流分電盤 

主回路導体支

持板 

主回路導体支持板の絶縁低下要因としては，通

電による熱的劣化，絶縁物表面に埃が付着・吸

湿して沿面絶縁を低下させる環境的劣化がある

が，これまでの点検実績から も絶縁低下に影

響を及ぼす要因は熱的劣化であることから，長

期間の使用を考慮すると絶縁低下が起こる可能

性は否定できない。 

主回路導体支持板の絶縁低下に対しては，点検

時に絶縁物の変色有無や塵埃付着の有無等の目

視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を行い，熱的劣

化による有意な絶縁低下のないことを確認し，

点検で有意な絶縁の低下が認められた場合は，

補修又は取替を実施。 

主回路導体支持板の絶縁低下の可能性は否定で

きないが，現状保全にて絶縁の低下は把握可

能。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測

定を実施することで，異常の有無の確認は可能

であり，現状の保全は点検手法として適切であ

ると判断。 

主回路導体支持板の絶縁低下に対しては，高経

年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべ

き項目はない。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測

定を実施することにより，絶縁低下を監視して

いくとともに，必要に応じて補修又は取替を実

施する。 

・計測用変圧器 

・原子炉保護系 MG セットバイパス変圧器 

・緊急用計測用変圧器 

変圧器コイル 

変圧器コイルの絶縁低下要因としては，コイル

の通電電流による熱的劣化，絶縁物表面に埃が

付着・吸湿して沿面絶縁を低下させる環境的劣

化があるが，これまでの点検実績から も絶縁

低下に影響を及ぼす要因は熱的劣化であること

から，長期間の使用を考慮すると絶縁低下が起

こる可能性は否定できない。 

変圧器コイルの絶縁低下に対しては，点検時に

絶縁物の変色有無や塵埃付着の有無等の目視確

認，清掃及び絶縁抵抗測定を行い，熱的劣化に

よる有意な絶縁低下のないことを確認し，点検

で有意な絶縁の低下が認められた場合は，補修

又は取替を実施。 

変圧器コイルの絶縁低下の可能性は否定できな

いが，現状保全にて絶縁の低下は把握可能。 

点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実

施することで，異常の有無の確認は可能であ

り，現状の保全は点検手法として適切であると

判断。 

変圧器コイルの絶縁低下に対しては，高経年化

対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項

目はない。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測

定を実施することにより，絶縁低下を監視して

いくとともに，必要に応じて補修又は取替を実

施する。 
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評価対象設備 評価対象機器 部位 健全性評価 現状保全 総合評価 高経年化への対応 

計測制御設備 

・格納容器内水素濃度計測装置サンプルポンプ 
モータ 

・格納容器内酸素濃度計測装置サンプルポンプ 
モータ 

・濃度計測装置サンプルポンプモータ 

固定子コイル 

口出線・接続

部品 

低圧ポンプモータの評価と同様。 同左 同左 同左 

タービン設備 

・タービン高圧制御油ポンプモータ 

固定子コイル 

口出線・接続

部品 

低圧ポンプモータの評価と同様。 同左 同左 同左 ・原子炉隔離時冷却系真空ポンプモータ 

・原子炉隔離時冷却系復水ポンプモータ 

・常設高圧代替注水系真空ポンプモータ 

・常設高圧代替注水系復水ポンプモータ 

空調設備 

・非常用ガス再循環系排風機モータ 

・緊急時対策所非常用送風機モータ 

・中央制御室排気ファンモータ 

・ディーゼル室換気系ルーフベントファンモー

タ 

・非常用ガス処理系排風機モータ 
・中央制御室ブースターファンモータ 

固定子コイル 

口出線・接続

部品 

低圧ポンプモータの評価と同様。 同左 同左 同左 
・残留熱除去系ポンプ室空調機モータ 

・中央制御室エアハンドリングユニットファン

モータ 

・高圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機モータ 

・低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機モータ 

・中央制御室チラーユニット冷水ポンプモータ 
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評価対象設備 評価対象機器 部位 健全性評価 現状保全 総合評価 高経年化への対応 

機械設備 

・非常用ディーゼル機関（2C，2D 号機）燃料油

系燃料移送ポンプモータ 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関燃料油系

燃料移送ポンプモータ 
・常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関燃料

油系燃料移送ポンプモータ 
・緊急時対策所用発電機ディーゼル機関燃料油

系給油ポンプモータ 

固定子コイル 

口出線・接続

部品 
低圧ポンプモータの評価と同様。 同左 同左 同左 

・可燃性ガス濃度制御系再結合装置ブロワモー 

 タ 

固定子コイル 

口出線・接続

部品 

・可燃性ガス濃度制御系再結合装置電動弁駆動 

 部 

固定子コイル 

口出線・接続

部品 

ブレーキ電磁

コイル 

電動弁駆動部（屋内，交流）の評価と同様。 同左 同左 同左 

・可燃性ガス濃度制御系再結合装置加熱器 
加熱器エレメ

ント 

加熱器エレメントは，配管の腐食やシール部の

劣化により外気中の湿分がヒータ内部に浸入す

ることでヒータの絶縁低下を発生させる可能性

は否定できない。 

加熱器エレメントの絶縁低下に対しては，ヒー

タの外観点検及び絶縁抵抗測定を行い，外観上

の異常及び絶縁に変化のないことを確認してお

り，有意な絶縁低下が認められた場合は，取替

を実施。 

健全性評価及び現状保全の結果から判断して，

加熱器エレメントの絶縁低下が発生する可能性

は小さい。また，現状保全にて絶縁の低下は把

握可能と考えられる。 

今後も，外観点検及び絶縁抵抗測定を実施する

ことで，異常の検知は可能であり，現状の保全

は点検手法として適切であると判断する。 

加熱器エレメントの絶縁低下に対しては，高経

年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべ

き項目はない。 

今後も外観点検及び絶縁抵抗測定を実施するこ

とにより絶縁低下を監視していくとともに，必

要に応じて取替等の適切な対応をとることとす

る。 

 

・主ホイスト用，マスト旋回用，ブリ

ッジ走行用，トロリ横行用 

ブレーキ電磁

コイル 

電磁コイル，回転子コイル，固定子コイル及び

口出線・接続部品については，機械的，熱的及

び電気的要因及び環境的要因により経年的に劣

化が進行し，外表面，内部等から絶縁低下が発

生する可能性があり， も絶縁低下に影響を及

ぼす要因は環境的劣化であるが，環境的要因は

清掃を実施することにより健全性の維持は可

能。 

点検時に目視点検，清掃及び絶縁抵抗測定を実

施し，これまでの点検結果において，有意な絶

縁低下は確認されておらず，今後も急激な絶縁

低下が起こる可能性は小さいと考えられるが，

絶縁が変化する可能性は否定できない。 

電磁コイル，回転子コイル，固定子コイル及び

口出線・接続部品の絶縁低下に対しては，点検

時に目視点検，清掃及び絶縁抵抗測定を行い，

有意な絶縁低下がないことを確認。 

点検で有意な絶縁低下が認められた場合には，

洗浄・乾燥及び絶縁補修（絶縁物にワニスを注

入）または，固定子コイル及び口出線・接続部

品もしくはモータの取替を実施。 

電磁コイル，回転子コイル，固定子コイル及び

口出線・接続部品の急激な絶縁低下の可能性は

小さく，点検時における目視点検，清掃及び絶

縁抵抗測定にて把握可能。 

目視点検，清掃及び絶縁抵抗測定を実施するこ

とで異常の有無は把握可能であり，現状の保全

は点検手法として適切であると判断。 

電磁コイル，回転子コイル，固定子コイル及び

口出線・接続部品の絶縁低下に対しては，高経

年化対策の観点から現状の保全内容に対し追加

すべき項目はない。 

・主ホイスト用，ブリッジ走行用，ト

ロリ横行用 

回転子コイル 
固定子コイル 
口出線・接続

部品 

・マスト旋回用 

固定子コイル 

口出線・接続

部品 

低圧ポンプモータの評価と同様。 同左 同左 同左 
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評価対象設備 評価対象機器 部位 健全性評価 現状保全 総合評価 高経年化への対応 

機械設備 

・原子炉建屋 6階天井走行クレーンモータ 

・DC 建屋天井クレーンモータ 回転子コイル 

固定子コイル 

口出線・接続

部品 

回転子コイル，固定子コイル及び口出線・接続

部品については，機械的，熱的，電気的及び環

境的要因により経年的に劣化が進行し，外表

面，内部等から絶縁低下を起こす可能性があ

り， も絶縁低下に影響を及ぼす要因は環境的

劣化要因であるが，環境的要因は清掃を実施す

ることにより健全性の維持は可能。 

点検時に目視点検，清掃及び絶縁抵抗測定を実

施し，これまでの点検結果において有意な絶縁

低下は確認されておらず，今後も有意な絶縁低

下が発生する可能性は小さいと考えられるが，

絶縁が変化する可能性は否定できない。 

回転子コイル，固定子コイル及び口出線・接続

部品の絶縁低下に対しては，点検時に目視点

検，清掃及び絶縁抵抗測定を行い，有意な絶縁

低下がないことを確認。 

点検で有意な絶縁低下が確認された場合には，

洗浄・乾燥及び絶縁補修（絶縁物にワニスを注

入）または，固定子コイル及び口出線・接続部

品もしくはモータの取替を実施。 

 

回転子コイル，固定子コイル及び口出線・接続

部品の有意な絶縁低下が発生する可能性は小さ

く，また現状保全にて絶縁の低下は把握可能。 

目視点検，清掃及び絶縁抵抗測定により異常の

有無の確認は可能であり，現状の保全は点検手

法として適切であると考えられる。 

モータ及び速度検出器の回転子コイル，固定子

コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に

対しては，高経年化対策の観点から現状の保全

内容に追加すべき項目はない 

・DC 建屋天井クレーン速度検出器 

・原子炉建屋 6階天井走行クレーン（主巻 125  

ton）ブレーキ 

・原子炉建屋 6階天井走行クレーン（補巻 5  

ton）ブレーキ 

・原子炉建屋 6階天井走行クレーン（補巻 1  

ton）ブレーキ 

・原子炉建屋 6階天井走行クレーンブレーキ 

（走行用，横行用） 

・DC 建屋天井クレーンブレーキ（巻上げ,走行 

用，横行用） 

電磁コイル 

ブレーキ電磁コイルについては，長期間の使用

を想定した設計となっており，動作時間が短い

ことから，機械的，熱的及び電気的要因による

劣化は発生し難く，また，構造的に埃等の異物

が混入し難くなっており環境的劣化の可能性も

小さいが，振動等による機械的劣化，通電電流

による熱的劣化，絶縁物中のボイド等での放電

等による電気的劣化及び埃等の異物・吸湿によ

る環境的劣化が生じる可能性は否定できない。

ブレーキ電磁コイルの絶縁低下に対しては，点

検時に絶縁物の変色有無や塵埃付着の有無等の

目視点検，清掃及び絶縁抵抗測定を行い，有意

な絶縁低下がないことを確認。 

点検で有意な絶縁低下が認められた場合は，取

替を実施。 

ブレーキ電磁コイルの有意な絶縁低下が発生す

る可能性は小さい。絶縁低下は点検時における

絶縁抵抗測定にて把握可能。 

目視点検，清掃及び絶縁抵抗測定を実施するこ

とで，異常の有無の確認は把握可能であり，現

状の保全は点検方法としては適切であると判

断。 

ブレーキ電磁コイルの絶縁低下に対しては，高

経年化対策の観点から現状の保全内容に追加す

べき項目はない。 

・原子炉建屋 6階天井走行クレーン計器用変圧 

 器 

・DC 建屋天井クレーン計器用変圧器 

変圧器コイル 

計器用変圧器については，長期間の使用を想定

した設計となっており，動作時間が短いことか

ら，機械的，熱的及び電気的要因による劣化は

発生し難く，また，構造的に埃等の異物が混入

し難くなっており環境的劣化の可能性も小さい

が，振動等による機械的劣化，通電電流による

熱的劣化，絶縁物中のボイド等での放電等によ

る電気的劣化及び埃等の異物・吸湿による環境

的劣化が生じる可能性は否定できない。 

計器用変圧器の絶縁低下に対しては，点検時に

絶縁物の変色有無や塵埃付着の有無等の目視点

検，清掃及び絶縁抵抗測定を行い，有意な絶縁

低下がないことを確認。 

点検で有意な絶縁低下が認められた場合は，取

替を実施。 

計器用変圧器の有意な絶縁低下が発生する可能

性は小さい。絶縁低下は点検時における絶縁抵

抗測定にて把握可能。 

目視点検，清掃及び絶縁抵抗測定を実施するこ

とで，異常の有無の確認は把握可能であり，現

状の保全は点検方法としては適切であると判

断。 

計器用変圧器の絶縁低下に対しては，高経年化

対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項

目はない。 

 

・制御用空気圧縮機モータ 

固定子コイル 

口出線・接続

部品 

低圧ポンプモータの評価と同様。 同左 同左 同左 

・蒸発固化体乾燥機 加熱ヒータ 

加熱ヒータについては，機械的，熱的及び電気

的要因及び環境的要因により経年的に劣化が進

行し，外表面，内部等から絶縁低下が発生する

可能性があり， も絶縁低下に影響を及ぼす要

因は環境的劣化であるが，環境的要因は清掃を

実施することにより健全性の維持は可能。 

当該機器は現在長期停止中であり，運転を再開

する前に，外観点検，絶縁抵抗測定及び機器の

動作確認を実施することとしている。 

これらのことから，今後も急激な絶縁低下が起

こる可能性は小さいと考えられるが，絶縁が変

化する可能性は否定できない。 

加熱ヒータは，運転開始後の累計運転時間が約

60 時間と短く，設備停止時は 100 ℃未満の温

度で保管している。 

また，当該機器は現在長期停止中であり，運転

を再開する前に外観点検，絶縁抵抗測定及び機

器の動作確認を行うこととしている。 

加熱ヒータの急激な絶縁低下の可能性は低い。 

絶縁低下は，点検時における外観点検，絶縁抵

抗測定及び試運転にて把握可能と考えられ，こ

れまでに絶縁低下による異常は発生していな

い。 

外観点検，絶縁抵抗測定及び試運転を実施する

ことで異常の有無は把握可能であり，現状の保

全は点検手法としては適切であると判断する。 

加熱ヒータの絶縁低下に対しては，高経年化対

策の観点から現状の保全内容に対し追加すべき

項目はない。 
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6. まとめ 

（1）審査基準適合性 

「2. 基本方針」で示した要求事項について技術評価を行った結果，全ての要求を満 

足しており，審査基準に適合していることを確認した。電気・計装設備の絶縁低下に 

ついての要求事項との対比を表 1に示す。 

 

表 1（1/3） 電気・計装設備の絶縁低下についての要求事項との対比 

審査基準，ガイド 要求事項 技術評価結果 

実用発電用原子炉

の運転の期間の延

長の審査基準 

○点検検査結果による健全性評価の結

果、評価対象の電気・計装設備に有意な

絶縁低下が生じないこと。 

「4.代表機器の技術評価」，「5.代表機器以

外の技術評価」ほか劣化状況評価書に示す通

り，健全性評価結果に応じ絶縁抵抗測定等の

現状保全を継続し，確認した結果に応じて速

やかに対策を施すこととしており，評価対象

の電気・計装設備に有意な絶縁低下が生じな

いことを確認。 

○環境認定試験による健全性評価の結

果、設計基準事故環境下で機能が要求

される電気・計装設備及び重大事故等

環境下で機能が要求される電気・計装

設備に有意な絶縁低下が生じないこ

と。 

「4.代表機器の技術評価」，「5.代表機器以

外の技術評価」ほか劣化状況評価書に示す通

り，設計基準事故環境下で機能が要求される

電気・計装設備及び重大事故等環境下で機能

が要求される電気・計装設備については，

IEEE Std.323や ACAガイド等に準じた環境認

定試験による健全性評価を考慮した上で，延

長しようとする期間において，有意な絶縁低

下が生じないことを確認。 

実用発電用原子炉

の運転期間延長認

可申請に係る運用

ガイド 

運転期間延長認可申請に伴うものとし

て評価を行い，その結果の記載が求めら

れる事項は次のとおり。 

①特別点検の結果を踏まえた劣化状況

評価。 

電気・計装設備の絶縁低下に関して，特別

点検によって確認する事項はない。 

運転期間延長認可申請に伴い策定する

ものとして記載が求められる事項は次の

とおり。 

①劣化状況評価を踏まえた保守管理に

関する方針。 

「4.(1) 4)高経年化への対応」に示すとお

り，保守管理に関する方針（長期保守管理方

針）に，長期健全性評価結果から得られた評

価期間を迎える前に長期健全性試験にて確

認された同等のケーブルに取替を行うこと

を記載した。 
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表 1（2/3） 電気・計装設備の絶縁低下についての要求事項との対比 

審査基準，ガイド 要求事項 技術評価結果 

実用発電用原子炉

施設における高経

年化対策審査ガイ

ド 

(1) 高経年化技術評価の審査 

⑫健全性の評価 

実施ガイド３．１⑤に規定する期間の

満了日までの期間について，高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象の発

生又は進展に係る健全性を評価して

いることを審査する。 

 

「4.(1) 1)-1 電気学会推奨案による健全性

評価（設計基準事故時）」，「4.(1) 1)-2 ACA

ガイドによる健全性評価 （設計基準事故

時）」，「4.(1) 1)-3 電気学会推奨案による健

全性評価（重大事故等時）」，「4.(1) 2）核計

装用電気ペネトレーションの健全性評価」及

び「5.代表機器以外の技術評価」に示すとお

り，各電気・計装設備に応じた健全性評価を

実施した。 

⑬現状保全の評価 

健全性評価結果から現状の保全策の

妥当性が評価されていることを審査

する。 

「4.(1) 2）現状保全」，「4.(2) 2）現状保

全」及び「5.代表機器以外の技術評価」に示

すとおり，現状保全の評価結果から，現状の

保全策が妥当であることを確認した。 

⑭追加保全策の抽出 

現状保全の評価結果から，現状保全に

追加する必要のある新たな保全策が抽

出されていることを審査する。 

現状保全の評価結果から，追加する新たな

保全策はなかった。 

㉔大規模地震等による機器・構造物への

直接の影響の考慮 

現に発生した大規模地震等について，

これによる機器・構造部への影響を踏

まえた高経年化技術評価を行っている

かを審査する。 

震災時のプラント停止操作時における原

子炉格納容器内の温度上昇が格納容器内設

置機器の高経年化評価に影響しないことを

確認し，「4.(1) 4）高経年化への対応」に記

載した。 

(2) 長期保守管理方針の審査 

①長期保守管理方針の策定 

すべての保全策について長期保守管

理方針として策定されているかを審

査する。 

 

「4.(1) 4)高経年化への対応」に示すとお

り，保守管理に関する方針（長期保守管理方

針）に，長期健全性評価結果から得られた評

価期間を迎える前に長期健全性試験にて確

認された同等のケーブルに取替を行うこと

を記載した。 
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表 1（3/3） 電気・計装設備の絶縁低下についての要求事項との対比 

審査基準，ガイド 要求事項 技術評価結果 

実用発電用原子炉

施設における高経

年化対策実施ガイ

ド 

3.1 高経年化技術評価の実施及び見直し

高経年化技術評価の実施及び見直しに

当たっては，以下の要求事項を満たすこ

と。 

③運転開始後 40 年を迎えるプラントの

高経年化技術評価には，当該申請に至

るまでの間の運転に伴い生じた原子

炉その他の設備の劣化の状況の把握

のために実施した点検（特別点検）の

結果を適切に反映すること。 

 

 

 

 

電気・計装設備の絶縁低下に関して，特別

点検によって確認する事項はない。 

⑤抽出された高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象について，以下に規

定する期間の満了日までの期間につ

いて機器・構造物の健全性評価を行

うとともに，必要に応じ現状の保守

管理に追加すべき保全策（以下「追

加保全策」という。）を抽出するこ

と。 

  イ 実用炉規則第 82 条第 1 項の規定

に基づく高経年化技術評価 プラン

トの運転を開始した日から 60 年間 

「4.(1) 4)高経年化への対応」，「4.(2) 4)

高経年化への対応」及び「5.代表機器以外の

技術評価」に示すとおり，高経年化技術評価

の結果，抽出された追加保全策はなかった。

 

3.2 長期保守管理方針の策定及び変更 

 長期保守管理方針の策定及び変更に当

たっては，以下の要求事項を満たすこと。

①高経年化技術評価の結果抽出された

全ての追加保全策（発電用原子炉の運

転を継続的に行うことを前提として

抽出されたものと冷温停止状態が維

持されることを前提として抽出され

たものの全て。）について，発電用原

子炉ごとに，保守管理の項目及び当該

項目ごとの実施時期を規定した長期

保守管理方針を策定すること。 

なお，高経年化技術評価の結果抽出さ

れた追加保全策について，発電用原子

炉の運転を断続的に行うことを前提

とした評価から抽出されたものと冷

温停止状態が維持されることを前提

とした評価から抽出されたものの間

で，その対象の経年劣化事象及び機

器・構造物の部位が重複するものにつ

いては，双方の追加保全策を踏まえた

保守的な長期保守管理方針を策定す

ること。 

 

 

 

「4. (1) 4)高経年化への対応」，「4. (2)

4)高経年化への対応」及び「5.代表機器以外

の技術評価」に示すとおり，高経年化技術評

価の結果，抽出された追加保全策はなかっ

た。 
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(2) 保守管理に関する方針として策定する事項 

保守管理に関する方針を以下のとおり定め，運転期間延長認可申請書の添付資料三 

「保守管理に関する方針」にて記載するとともに，当該方針を長期保守管理方針とし 

て「東海第二発電所原子炉施設保安規定」に定め，確実に実施していく。 

表 2 電気・計装設備の保守管理に関する方針 

No. 保守管理に関する方針 実施時期*1

1 

低圧ケーブル及び同軸ケーブルの絶縁特性低下については，「原子力発電所電線ケ

ーブルの環境試験方法ならびに耐延焼性試験方法に関する推奨案（電気学会技術報

告 第Ⅱ－139 号 1982 年 11 月）」及び「原子力発電所のケーブル経年劣化評価ガイ

ド JNES-RE-2013-2049（原子力安全基盤機構）」に従った長期健全性評価結果から

得られた評価期間に至る前に取替を実施する。 

長期 

2 

同軸コネクタ接続の絶縁特性低下については，IEEE Std.323-1974「IEEE Standard 

for Qualifying Class 1E Equipment for Nuclear Power Generating Stations」

に従った長期健全性評価結果から得られた評価期間に至る前に取替を実施する。 

長期 

*1：実施時期については，平成 30 年 11 月 28 日からの 5年間を「短期」，平成 30 年 11 月

28 日からの 10 年間を「中長期」，平成 30 年 11 月 28 日からの 20 年間を「長期」とす

る。 

7. 添付資料 

 1) 難燃 PN ケーブルの種別及び構造について 

 2) 難燃 PN ケーブルの長期健全性試験における評価期間について 

3) 難燃 PN ケーブルの長期健全性試験条件の事故時条件（設計基準事故時）の包絡性 
について 

4) 原子炉格納容器内の難燃 PN ケーブルの環境条件について 

5) 原子炉格納容器内の設計温度を超過したエリアに敷設されているケーブルの評価 

について 

6) 電気学会推奨案をもとにした長期健全性試験の判定方法について 

7) 難燃 PN ケーブルの長期健全性試験における評価期間について 

8) 難燃 PN ケーブルの重大事故等時の長期健全性試験条件について 

9) 震災時のプラント停止操作時における原子炉格納容器内温度上昇に伴う設置機器の 

  評価年数について 

10) 電気ペネトレーションの温度解析評価について 

11) 電気ペネトレーション温度解析の妥当性について 
12) 電気ペネトレーションの熱サイクル試験について 
13) 低圧電気ペネトレーションの長期健全性試験における評価期間について 
14) 低圧電気ペネトレーションの長期健全性試験条件の事故時条件の包絡性について 

15) 電気ペネトレーションの重大事故等時における耐圧評価について 

16) 電気ペネトレーションの加振評価について 

17) 電気ペネトレーションの取替実績について  
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添付-1) 

 
タイトル 

 
難燃 PN ケーブルの種別及び構造について 

 
説 明 

 

難燃 PN ケーブルの種別及び構造は以下のとおり。 

 

 

  

【難燃 PN ケーブル】 

 難燃性エチレンプロピレンゴム絶縁特殊クロロプレンゴムシース電力ケーブル 

【難燃 CPN ケーブル】* 

 難燃性エチレンプロピレンゴム絶縁特殊クロロプレンゴムシース制御ケーブル 

 

 

【難燃 CPN-SLA ケーブル】 

 静電遮蔽付難燃性エチレンプロピレンゴム絶縁特殊クロロプレンゴムシース計測ケーブル 

【難燃 PN-PSLATX-GR ケーブル】 

 静電遮蔽付難燃性エチレンプロピレンゴム絶縁特殊クロロプレンゴムシース TX 補償導線 

*：難燃 PN ケーブルと難燃 CPN ケーブルは，ほぼ同一構造であり，絶縁体厚さが薄い 

ケーブルが絶縁体厚さの厚いケーブルの劣化進行を包絡すると ACA 研究で報告 

されていることを考慮し難燃-CPN ケーブルを供試体とした。
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別紙 4. 同軸ケーブルの評価について 
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1. 同軸ケーブルの評価 

(1) 同軸ケーブル（難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン），難燃六重同

軸ケーブル，難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）及び難燃三

重同軸ケーブル)の評価 

1)-1 電気学会推奨案による健全性評価（設計基準事故時） 

a. 評価手順 

東海第二において使用されている，設計基準事故時雰囲気で機能要求がある「難 

燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）」，「難燃六重同軸ケーブル」， 

「難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）」及び「難燃三重同軸 

ケーブル」の設計基準事故時雰囲気における健全性の評価は電気学会推奨案＊１に基 

づく長期健全性試験により評価する。 

供試ケーブルは東海第二で使用している同軸ケーブルと同等の同軸ケーブルを用 

いた。【別紙 4.添付-1)，別紙 4.添付-2)参照】 

同軸ケーブルの長期健全性試験手順を図 1.1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1 同軸ケーブルの長期健全性試験手順（電気学会推奨案） 
  

（通常運転期間相当及び設計基準事故時の放射線照射） 

供試ケーブル 

加速熱劣化 

放射線照射（通常時+事故時）

事故時雰囲気曝露 

判 定 

（通常運転期間相当の熱劣化） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（屈曲浸水耐電圧試験＊２，＊３）
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*1：電気学会技術報告Ⅱ部第 139 号「原子力発電所用電線・ケーブルの環境試験方法並

びに耐延焼性試験方法に関する推奨案」の略称。 IEEE Std.323-1974 及び IEEE 

Std.383-1974 の規格を根幹にした，ケーブルの加速劣化方法を含む試験条件，試験

手順並びに判定方法が述べられている。 

 

*2：屈曲浸水耐電圧試験の試験手順は以下のとおり 

① 直線状に試料を伸ばした後，試料外径の約 40 倍のマンドレルに巻きつけ 

る。 

② ①の両端部以外を常温の水中に浸し１時間以上放置する。 

③ ②の状態で，公称絶縁体厚さに対し交流電圧 3.2 kV/㎜を 5分間印加する。 

 

*3：難燃六重同軸ケーブルは JIS 耐電圧試験を実施 

JIS 耐電圧試験（日本工業規格(JIS C 3005-2000)「ゴム・プラスチック絶縁電線 

試験方法」）の試験手順は以下のとおり 

   ① あらかじめ設置された清水中に電線を 1時間以上浸した状態で，単心の場合 

は導体と清水の間に，多心の場合は導体相互間及び導体と清水の間に周波数 

50 Hz または 60 Hz の正弦波に近い波形をもった規定の交流電圧を加え，規 

定時間これに耐えるかどうかを調べる。 

 

 

b. 試験条件 

試験条件は，実機環境条件に基づいて「難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋 

ポリエチレン）」及び「難燃六重同軸ケーブル」の 41 年間の通常運転期間及び設計 

基準事故時を想定した条件を包絡している。また，「難燃一重同軸ケーブル（絶縁体 

材料が架橋ポリオレフィン）」及び「難燃三重同軸ケーブル」の 60 年間の通常運転 

期間及び設計基準事故時を想定した条件を包絡している。 

「難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）」，「難燃六重同軸ケー 

ブル」，「難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）」及び「難燃三 

重同軸ケーブル」の長期健全性試験条件を表 1.1，表 1.2，表 1.3 及び表 1.4 に示す。 
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表 1.1 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）の 

長期健全性試験条件（電気学会推奨案） 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 121 ℃×270 時間 

原子炉格納容器内の周囲 高温度

（65.6 ℃）では，難燃一重同軸ケーブ

ル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）は

60 年間以上の運転期間を包絡する。 

【別紙 4.添付-3)参照】 

放射線照射 

（通常時＋事故時） 
放射線照射線量：1,010 kGy 

東海第二で想定される照射線量約 5.3×

102 kGy（60 年間の通常運転期間約 2.7

×102 kGy に設計基準事故時線量 2.6×

102 kGy を加えた線量）を包絡する。 

【別紙 4.添付-4)参照】 

事故時雰囲気曝露 

高温度：171 ℃ 

高圧力：0.428 MPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二における設計基準事故時の

高温度（171 ℃）， 高圧力（0.31 MPa）

を包絡する。 

【別紙 4.添付-4)，別紙 4.添付-5)参照】

 

表 1.2 難燃六重同軸ケーブルの長期健全性試験条件（電気学会推奨案） 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 121 ℃×168 時間 

原子炉格納容器内の周囲 高温度

（65.6 ℃）では，難燃六重同軸ケーブ

ルは 41 年間の運転期間を包絡する。 

【別紙 4.添付-3)参照】 

放射線照射 

（通常時＋事故時） 
放射線照射線量：760 kGy 

東海第二で想定される照射線量約 5.3×

102 kGy（60 年間の通常運転期間約 2.7

×102 kGy に設計基準事故時線量 2.6×

102 kGy を加えた線量）を包絡する。 

【別紙 4.添付-4)参照】 

事故時雰囲気曝露 

高温度：171 ℃ 

高圧力：0.686 MPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二における設計基準事故時の

高温度（171 ℃）， 高圧力（0.31 MPa）

を包絡する。 

【別紙 4.添付-4)，別紙 4.添付-5)参照】
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表 1.3 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）の 

長期健全性試験条件（電気学会推奨案） 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 110 ℃×2,472 時間 

原子炉格納容器外の周囲 高温度

（40.0 ℃）では，難燃一重同軸ケーブ

ル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）

は 60 年間以上の運転期間を包絡する。

【別紙 4.添付-3)参照】 

放射線照射 

（通常時＋事故時） 
放射線照射線量：260 kGy 

東海第二で想定される照射線量約 1.8 

kGy（60 年間の通常運転期間約 5.3 Gy に

設計基準事故時線量1.7 kGyを加えた線

量）を包絡する。【別紙 4.添付-4)参照】

事故時雰囲気曝露 

高温度：171 ℃ 

高圧力：0.427 MPa 

曝露時間：25 時間 

東海第二における設計基準事故時の

高温度（100 ℃）， 高圧力（0.001744 

MPa）を包絡する。 

【別紙 4.添付-4)，別紙 4.添付-5)参照】

 

表 1.4 難燃三重同軸ケーブルの長期健全性試験条件（電気学会推奨案） 
 試験条件 説明 

加速熱劣化 100 ℃×120 時間 

原子炉格納容器外の周囲 高温度

（40.0 ℃）では，難燃三重同軸ケーブ

ルは60年間以上の運転期間を包絡する。

【別紙 4.添付-3)参照】 

放射線照射 

（通常時＋事故時） 
放射線照射線量：2,000 kGy 

東海第二で想定される照射線量約 1.8 

kGy（60 年間の通常運転期間約 5.3 Gy に

設計基準事故時線量1.7 kGyを加えた線

量）を包絡する。【別紙 4.添付-4)参照】

事故時雰囲気曝露 

高温度：171 ℃ 

高圧力：0.717 MPa 

曝露時間：108 日間 

東海第二における設計基準事故時の

高温度（100 ℃）， 高圧力（0.001744 

MPa）を包絡する。 

【別紙 4.添付-4)，別紙 4.添付-5)参照】
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c. 評価結果 

電気学会推奨案による60年間の運転期間及び設計基準事故時を想定した長期健全 

性試験の結果，「難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）」，「難燃一 

重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）」及び「難燃三重同軸ケーブル」 

は 60 年時点において，また，「難燃六重同軸ケーブル」は 41 年時点において絶縁機 

能を維持できることを確認した。 

なお，「難燃六重同軸ケーブル」は，運転開始後 21 年に取替を実施しており，長期 

健全性評価で確認がとれている 41 年間を加えると，60 年時点において絶縁を維持で 

きると評価できる。 

「難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）」，「難燃六重同軸ケー 

ブル」，「難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）」及び「難燃三 

重同軸ケーブル」の長期健全性試験結果を表 1.5，表 1.6，表 1.7 及び表 1.8 に示す。 

 
表 1.5 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）の 

長期健全性試験結果（電気学会推奨案） 

項目 試験手順 判定基準 結果 

屈曲浸水耐電圧試験 

① 直線状に試料を伸ばした後，試料外径

（6.15 ㎜）の約 40 倍のマンドレルに

巻きつける。 

② ①の両端部以外を常温の水中に浸し１

時間以上放置する。 

③ ②の状態で，公称絶縁体厚さに対し交

流電圧 3.2 kV/㎜を 5分間印加する。 

絶縁破壊しないこと。 良 

 
表 1.6 難燃六重同軸ケーブルの長期健全性試験結果（JIS 耐電圧試験） 

項目 試験手順 判定基準 結果 

JIS 耐電圧試験 AC 5,000 V－1 分間 絶縁破壊しないこと。 良 

 
表 1.7 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）の 

長期健全性試験結果（電気学会推奨案） 

項目 試験手順 判定基準 結果 

屈曲浸水耐電圧試験 

① 直線状に試料を伸ばした後，試料

外径（2.95 ㎜）の約 40 倍のマン

ドレルに巻きつける。 

② ①の両端部以外を常温の水中に浸

し１時間以上放置する。 

③ ②の状態で，公称絶縁体厚さに対

し交流電圧 3.2 kV/㎜を 5分間印

加する。 

絶縁破壊しないこと。 良 
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表 1.8 難燃三重同軸ケーブルの長期健全性試験結果（電気学会推奨案） 

項目 試験手順 判定基準 結果 

屈曲浸水耐電圧試験 

① 直線状に試料を伸ばした後，試料

外径（10.5 ㎜）の約 40 倍のマン

ドレルに巻きつける。 

② ①の両端部以外を常温の水中に浸

し 1時間以上放置する。 

③ ②の状態で，公称絶縁体厚さに対

し交流電圧 3.2 kV/㎜を 5分間印

加する。 

絶縁破壊しないこと。 良 
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1)-2 ACA ガイドによる健全性評価（設計基準事故時） 

a. 試験手順 

設計基準事故時雰囲気で機能要求のある「難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が 

架橋ポリエチレン）」，「難燃六重同軸ケーブル」，「難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材 

料が架橋ポリオレフィン）」及び「難燃三重同軸ケーブル」の設計基準事故時雰囲気 

における健全性の評価は，「原子力プラントのケーブル経年変化評価技術調査研究に 

関する 終報告書 JNES レポート（JNES-SS-0903）」（以下「ACA 研究報告書」という。) 

に基づく試験結果をもとに，等価簡易損傷手法等を用いて東海第二の原子炉格納容 

器内外の環境条件に展開して評価する。 

「難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）」の供試ケーブルは東 

海第二で使用しているケーブルと同等の難燃一重同軸ケーブル，「難燃六重同軸ケー 

ブル」の供試ケーブルは類似する絶縁体である架橋ポリエチレンを有する難燃一重 

同軸ケーブル，「難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）」の供試 

ケーブルは東海第二で使用しているケーブルと同等の難燃一重同軸ケーブル，及び 

「難燃三重同軸ケーブル」の供試ケーブルは類似する絶縁体である架橋ポリオレフ 

ィンを有する難燃一重同軸ケーブルを用いた。【別紙 4.添付-1)，別紙 4.添付-2)参

照】 

「原子力発電所のケーブル経年劣化評価ガイド（JNES-RE -2013-2049）」（以下「ACA 

ガイド」という。）に基づく試験手順を図 1.2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2 同軸ケーブルの ACA ガイドに基づく試験手順 

 

 

（通常運転期間相当の熱・放射線劣化） 

（設計基準事故時の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

供試ケーブル 

熱・放射線同時劣化 

放射線照射（事故時） 

事故時雰囲気曝露 

（JIS 耐電圧試験＊１又は屈曲浸水耐電圧試験＊２） 

事故時雰囲気曝露 

判 定 
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*1：JIS 耐電圧試験（日本工業規格(JIS C 3005-2000)「ゴム・プラスチック絶縁電線 

試験方法」）の試験手順は以下のとおり 

      ① あらかじめ設置された清水中に電線を 1時間以上浸した状態で，単心の場合 

は導体と清水の間に，多心の場合は導体相互間及び導体と清水の間に周波数 

50 Hz または 60 Hz の正弦波に近い波形をもった規定の交流電圧を加え，規 

定時間これに耐えるかどうかを調べる。 

 

*2：「難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）」及び「難燃三重同軸

ケーブル」の供試ケーブルである難燃一重同軸ケーブルは海外規格に基づいて製作

されたものであるため，その規格に基づく屈曲浸水耐電圧試験を実施 

 

b. 試験条件 

試験条件は，実機環境条件に基づいて「難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架 

橋ポリエチレン）」及び「難燃六重同軸ケーブル」の 30 年間の通常運転期間及び設 

計基準事故時を想定した条件を包絡している。また，「難燃一重同軸ケーブル（絶 

縁体材料が架橋ポリオレフィン）」及び「難燃三重同軸ケーブル」の 60 年間の通常 

運転期間及び設計基準事故時を想定した条件を包絡している。 

「難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）」，「難燃六重同軸ケー 

ブル」，「難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）」及び「難燃 

三重同軸ケーブル」の長期健全性試験条件を表 1.9，表 1.10，表 1.11 及び表 1.12 

に示す。 

 

表 1.9 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）の 

長期健全性試験条件（ACA ガイド） 

 試験条件 説明 

熱・放射線同時劣化 100 ℃－98.1 Gy/h－7,024 時間 

原子炉格納容器内の布設されている区

域における設計値（ 高温度 65.6  ℃，

大線量率 0.500 Gy/h）について等価

簡易損傷手法により評価した結果，難燃

一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポ

リエチレン）は 30 年間の通常運転期間

を包絡する。 

放射線照射 

（事故時） 
放射線照射線量：260 kGy 

東海第二で想定される事故時線量約

2.6×102 kGy を包絡する。 

【別紙 4.添付-4)参照】 

事故時雰囲気曝露 

高温度：171 ℃ 

高圧力：0.427 MPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二における設計基準事故時の

高温度（171 ℃）， 高圧力(0.31 MPa)

を包絡する。 

【別紙 4.添付-4)，別紙 4.添付-5)参照】
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表 1.10 難燃一重同軸ケーブルの長期健全性試験条件（ACA ガイド） 
（難燃六重同軸ケーブル相当品） 

 試験条件 説明 

熱・放射線同時劣化 100 ℃－98.1 Gy/h－7,024 時間 

原子炉格納容器内の布設されている区

域における設計値（ 高温度 65.6  ℃，

大線量率 0.500 Gy/h）について等価

簡易損傷手法により評価した結果，難燃

六重同軸ケーブルは 30 年間の通常運転

期間を包絡する。 

放射線照射 

（事故時） 
放射線照射線量：260 kGy 

東海第二で想定される事故時線量約

2.6×102 kGy を包絡する。 

【別紙 4.添付-4)参照】 

事故時雰囲気曝露 

高温度：171 ℃ 

高圧力：0.427 MPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二における設計基準事故時の

高温度（171 ℃）， 高圧力(0.31 MPa)

を包絡する。 

【別紙 4.添付-4)，別紙 4.添付-5)参照】

 

表 1.11 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）の 

長期健全性試験条件（ACA ガイド） 

 試験条件 説明 

熱・放射線同時劣化 
110 ℃×2,472 時間 

放射線照射なし＊１ 

原子炉格納容器外の周囲 高温度

（40.0 ℃）では，23 年間の運転期間に

相当する。 

本評価は ACA 研究評価内容を踏まえた上

で，「型式試験」による健全性評価を実施

した。 

供試ケーブルは 37 年間実機環境下にて使

用したものであり，長期健全性試験で確

認がとれている 23 年間の通常運転期間を

加えると，難燃一重同軸ケーブル（絶縁

体材料が架橋ポリオレフィン）は 60 年間

の運転期間に相当する。 

放射線照射 

（事故時） 
放射線照射線量：260 kGy 

東海第二で想定される事故時線量約 1.7 

kGy を包絡する。 

【別紙 4.添付-4)参照】 

事故時雰囲気曝露 

高温度：171 ℃ 

高圧力：0.427 MPa 

曝露時間：25 時間 

東海第二における設計基準事故時の 高

温度（100 ℃）， 高圧力(0.001744 MPa)

を包絡する。 

【別紙 4.添付-4)，別紙 4.添付-5)参照】

*1：評価対象ケーブルが布設されている原子炉格納容器外の通常運転時の周囲 高温度

40.0 ℃，放射線 1×10-5  Gy/h 環境では熱劣化が支配的であり，放射線の寄与は無

視できることから，放射線照射試験を省略している 
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表 1.12 難燃一重同軸ケーブルの長期健全性試験条件（ACA ガイド） 
（難燃三重同軸ケーブル相当品） 

 試験条件 説明 

熱・放射線同時劣化 
110 ℃×2,472 時間 

放射線照射なし＊１ 

原子炉格納容器外の周囲 高温度

（40.0 ℃）では，23 年間の運転期間に相

当する。 

本評価は ACA 研究評価内容を踏まえた上

で，「型式試験」による健全性評価を実施

した。 

供試ケーブルは評価対象ケーブルと同じ布

設箇所にて 37 年間実機環境下にて使用し

たものであり，長期健全性試験で確認がと

れている 23 年間の通常運転期間を加える

と，難燃三重同軸ケーブルは 60 年間の運

転期間に相当する。 

放射線照射 

（事故時） 
放射線照射線量 ：260 kGy 

東海第二で想定される事故時線量約 1.7 

kGy を包絡する。 

【別紙 4.添付-4)参照】 

事故時雰囲気曝露 

高温度：171 ℃ 

高圧力：0.427 MPa 

曝露時間：25 時間 

東海第二における設計基準事故時の 高温

度（100 ℃）， 高圧力(0.001744 MPa)を

包絡する。 

【別紙 4.添付-4)，別紙 4.添付-5)参照】 

*1：評価対象ケーブルが布設されている原子炉格納容器外の通常運転時の周囲 高温度

40.0 ℃，放射線 1×10-5  Gy/h 環境では熱劣化が支配的であり，放射線の寄与は無

視できることから，放射線照射試験を省略している 

 

c. 評価結果 

ACA 研究報告書の試験結果をもとに，等価簡易損傷手法等を用いて東海第二の原子

炉格納容器内外の環境条件に展開し評価した結果，「難燃一重同軸ケーブル（絶縁体

材料が架橋ポリエチレン）」及び「難燃六重同軸ケーブル」は 30 年時点において，ま

た，「難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）」及び「難燃三重同

軸ケーブル」は 60 年時点において絶縁を維持できることを確認した。 

なお，「難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）」は，運転開始後

31 年に取替を実施しており，長期健全性評価で確認がとれている 30 年間を加えると，

60 年時点において絶縁を維持できると評価できる。 

また，「難燃六重同軸ケーブル」は，運転開始後 21 年に取替を実施しており，長期

健全性評価で確認がとれている 30 年間を加えると，51 年時点において絶縁を維持で

きると評価できる。 

「難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）」，「難燃六重同軸ケー

ブル」，「難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）」及び「難燃三重

同軸ケーブル」の長期健全性試験結果を表 1.13，表 1.14，表 1.15 及び表 1.16 に示

す。  
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表 1.13 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）の 

長期健全性試験結果（ACA ガイド） 

項目 試験手順 判定基準 結果 

JIS 耐電圧試験 AC 7,000 V－1 分間 絶縁破壊しないこと。 良 

 

表 1.14 難燃一重同軸ケーブルの長期健全性試験結果（ACA ガイド） 
（難燃六重同軸ケーブル相当品） 

項目 試験手順 判定基準 結果 

JIS 耐電圧試験 AC 7,000 V－1 分間 絶縁破壊しないこと。 良 

 

表 1.15 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）の 

長期健全性試験結果（ACA ガイド） 

項目 試験手順 判定基準 結果 

屈曲浸水耐電圧試験 

① 直線状に試料を伸ばした後，試料

外径（2.95 ㎜）の約 40 倍のマン

ドレルに巻きつける。 

② ①の両端部以外を常温の水中に浸

し１時間以上放置する。 

③ ②の状態で，公称絶縁体厚さに対

し交流電圧 3.2 kV/㎜を 5分間印

加する。 

絶縁破壊しないこと。 良 

 

表 1.16 難燃一重同軸ケーブルの長期健全性試験結果（ACA ガイド） 
（難燃三重同軸ケーブル相当品） 

項目 試験手順 判定基準 結果 

屈曲浸水耐電圧試験 

① 直線状に試料を伸ばした後，試料

外径（2.95 ㎜）の約 40 倍のマン

ドレルに巻きつける。 

② ①の両端部以外を常温の水中に浸

し１時間以上放置する。 

③ ②の状態で，公称絶縁体厚さに対

し交流電圧 3.2 kV/㎜を 5分間印

加する。 

絶縁破壊しないこと。 良 
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1)-3 電気学会推奨案による健全性評価（重大事故等時） 

a. 評価手順 

重大事故等時雰囲気で機能要求がある「難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架 

橋ポリエチレン）」，「難燃六重同軸ケーブル」，「難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料 

が架橋ポリオレフィン）」及び「難燃三重同軸ケーブル」の重大事故等時雰囲気にお 

ける健全性の評価は電気学会推奨案＊１に基づく長期健全性試験により評価する。 

供試ケーブルは東海第二で使用している同軸ケーブルと同等の同軸ケーブルを用 

いた。【別紙 4.添付-1)，別紙 4.添付-2)参照】 

同軸ケーブルの長期健全性試験手順を図 1.3 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3 同軸ケーブルの長期健全性試験手順（電気学会推奨案） 
 

*1：電気学会技術報告Ⅱ部第 139 号「原子力発電所用電線・ケーブルの環境試験方法並

びに耐延焼性試験方法に関する推奨案」の略称。 IEEE Std.323-1974 及び IEEE 

Std.383-1974 の規格を根幹にした，ケーブルの加速劣化方法を含む試験条件，試験

手順並びに判定方法が述べられている。 

 

*2：屈曲浸水耐電圧試験の試験手順は以下のとおり 

① 直線状に試料を伸ばした後，試料外径の約 40 倍のマンドレルに巻きつけ 

る。 

② ①の両端部以外を常温の水中に浸し１時間以上放置する。 

③ ②の状態で，公称絶縁体厚さに対し交流電圧 3.2 kV/㎜を 5分間印加する。 

  

（通常運転期間相当の熱劣化） 

（通常運転期間相当及び重大事故等時の放射線照射） 

供試ケーブル 

加速熱劣化 

放射線照射（通常時+事故時）

事故時雰囲気曝露 

判 定 

（放射線を除く重大事故等時雰囲気曝露） 

（屈曲浸水耐電圧試験*2，*3） 
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*3：難燃六重同軸ケーブルは JIS 耐電圧試験を実施 

JIS 耐電圧試験（日本工業規格(JIS C 3005-2000)「ゴム・プラスチック絶縁電線 

試験方法」）の試験手順は以下のとおり 

   ① あらかじめ設置された清水中に電線を 1時間以上浸した状態で，単心の場合 

は導体と清水の間に，多心の場合は導体相互間及び導体と清水の間に周波数 

50 Hz または 60 Hz の正弦波に近い波形をもった規定の交流電圧を加え，規 

定時間これに耐えるかどうかを調べる。 

 

b. 試験条件 

試験条件は，実機環境条件に基づいて「難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋 

ポリエチレン）」及び「難燃六重同軸ケーブル」の 39 年間の通常運転期間及び重大 

事故等時を想定した条件を包絡している。また，「難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材 

料が架橋ポリオレフィン）」及び「難燃三重同軸ケーブル」の 60 年間の通常運転期 

間及び重大事故等時を想定した条件を包絡している。 

「難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）」，「難燃六重同軸ケー 

ブル」，「難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）」及び「難燃三 

重同軸ケーブル」の長期健全性試験条件を表 1.17，表 1.18，表 1.19 及び表 1.20 に 

示す。 

 

表 1.17 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）の 

長期健全性試験条件（電気学会推奨案） 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 121 ℃×270 時間 

原子炉格納容器内の周囲 高温度

（65.6 ℃）では，難燃一重同軸ケーブ

ル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）は

60 年間以上の運転期間を包絡する。 

【別紙 4.添付-3)参照】 

放射線照射 

（通常時＋事故時） 
放射線照射線量：1,010 kGy 

東海第二で想定される照射線量約 296 

kGy（60 年間の通常運転期間約 2.7×102 

kGy に重大事故等時線量 26 kGy を加え

た線量）を包絡する。 

【別紙 4.添付-4)参照】 

事故時雰囲気曝露 

高温度：171 ℃ 

高圧力：0.428 MPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二における重大事故等時の 高

温度約 115 ℃， 高圧力 0.194 MPa を

包絡する。 

【別紙 4.添付-4)，別紙 4.添付-5)参照】
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表 1.18 難燃六重同軸ケーブルの長期健全性試験条件（電気学会推奨案） 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 121 ℃×168 時間 

原子炉格納容器内の周囲 高温度

（65.6 ℃）では，難燃六重同軸ケーブ

ルは 41 年間の運転期間を包絡する。 

【別紙 4.添付-3)参照】 

放射線照射 

（通常時＋事故時） 
放射線照射線量：760 kGy 

東海第二で想定される照射線量約 296 

kGy（60 年間の通常運転期間約 2.7×102 

kGy に重大事故等時線量 26 kGy を加え

た線量）を包絡する。 

【別紙 4.添付-4)参照】 

事故時雰囲気曝露 

高温度：171 ℃ 

高圧力：0.686 MPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二における重大事故等時の 高

温度約 115 ℃， 高圧力 0.194 MPa を

包絡する。 

【別紙 4.添付-4)，別紙 4.添付-5)参照】

 

表 1.19 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）の 

長期健全性試験条件（電気学会推奨案相当） 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 110 ℃×2,472 時間 

原子炉格納容器外の周囲 高温度

（40.0 ℃）では，難燃一重同軸ケーブ

ル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）

は 60 年間以上の運転期間を包絡する。

【別紙 4.添付-3)参照】 

放射線照射 

（通常時＋事故時） 
放射線照射線量：260 kGy 

東海第二で想定される照射線量約 1.8 

kGy（60 年間の通常運転期間約 5.3 Gy に

重大事故等時線量約1.7 kGyを加えた線

量）を包絡する。【別紙 4.添付-4)参照】

事故時雰囲気曝露 

高温度：171 ℃ 

高圧力：0.427 MPa 

曝露時間：25 時間 

東海第二における重大事故等時の 高

温度（85 ℃）， 高圧力（0.015 MPa）を

包絡する。 

【別紙 4.添付-4)，別紙 4.添付-5)参照】
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表 1.20 難燃三重同軸ケーブルの長期健全性試験条件（電気学会推奨案相当） 
 試験条件 説明 

加速熱劣化 100 ℃×120 時間 

原子炉格納容器外の周囲 高温度

（40.0 ℃）では，難燃三重同軸ケーブ

ルは60年間以上の運転期間を包絡する。

【別紙 4.添付-3)参照】 

放射線照射 

（通常時＋事故時） 
放射線照射線量：2,000 kGy 

東海第二で想定される照射線量約 1.8 

kGy（60 年間の通常運転期間約 5.3 Gy に

重大事故等時線量約1.7 kGyを加えた線

量）を包絡する。【別紙 4.添付-4)参照】

事故時雰囲気曝露 

高温度：171 ℃ 

高圧力：0.717 MPa 

曝露時間：108 日間 

東海第二における重大事故等時の 高

温度（85 ℃）， 高圧力（0.015 MPa）を

包絡する。 

【別紙 4.添付-4)，別紙 4.添付-5)参照】

 

c. 評価結果 

電気学会推奨案による60年間の運転期間及び重大事故等時を想定した長期健全性 

試験の結果，「難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）」，「難燃一重 

同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）」及び「難燃三重同軸ケーブル」 

は 60 年時点において，また，「難燃六重同軸ケーブル」は 41 年時点において絶縁機 

能を維持できることを確認した。 

なお，「難燃六重同軸ケーブル」は，運転開始後 21 年に取替を実施しており，長期 

健全性評価で確認がとれている 41 年間を加えると，60 年時点において絶縁を維持で 

きると評価できる。 

「難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）」，「難燃六重同軸ケー 

ブル」，「難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）」及び「難燃三 

重同軸ケーブル」の長期健全性試験結果を表 1.21，表 1.22，表 1.23 及び表 1.24 に 

示す。 
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表 1.21 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）の 

長期健全性試験結果（電気学会推奨案） 

項目 試験手順 判定基準 結果 

屈曲浸水耐電圧試験 

① 直線状に試料を伸ばした後，試料外

径（6.15 ㎜）の約 40 倍のマンドレ

ルに巻きつける。 

② ①の両端部以外を常温の水中に浸し

１時間以上放置する。 

③ ②の状態で，公称絶縁体厚さに対

し交流電圧 3.2 kV/㎜を 5 分間印

加する。 

絶縁破壊しないこと。 良 

 

表 1.22 難燃六重同軸ケーブルの長期健全性試験結果（JIS 耐電圧試験） 

項目 試験手順 判定基準 結果 

JIS 耐電圧試験 AC 5,000 V－1 分間 絶縁破壊しないこと。 良 

 
表 1.23 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）の 

長期健全性試験結果（電気学会推奨案） 

項目 試験手順 判定基準 結果 

屈曲浸水耐電圧試験 

① 直線状に試料を伸ばした後，試料外

径（2.95 ㎜）の約 40 倍のマンドレ

ルに巻きつける。 

② ①の両端部以外を常温の水中に浸し

１時間以上放置する。 

③ ②の状態で，公称絶縁体厚さに対し

交流電圧 3.2 kV/㎜を 5分間印加す

る。 

絶縁破壊しないこと。 良 

 

表 1.24 難燃三重同軸ケーブルの長期健全性試験結果（電気学会推奨案） 

項目 試験手順 判定基準 結果 

屈曲浸水耐電圧試験 

① 直線状に試料を伸ばした後，試料外

径（10.5 ㎜）の約 40 倍のマンドレ

ルに巻きつける。 

② ①の両端部以外を常温の水中に浸し

１時間以上放置する。 

③ ②の状態で，公称絶縁体厚さに対し

交流電圧 3.2 kV/㎜を 5分間印加す

る。 

絶縁破壊しないこと。 良 
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(2) 現状保全 

同軸ケーブル（難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン），難燃六重同

軸ケーブル，難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）及び難燃三重

同軸ケーブル)の絶縁低下に対しては，系統機器の点検時に絶縁抵抗測定を実施してい

る。 

また，系統機器の点検時に実施する動作試験においてもケーブルの絶縁の健全性を確

認している。 

さらに，点検で有意な絶縁低下が認められた場合には，ケーブルの取替を行うことと

している。 

 

(3) 総合評価 

電気学会推奨案による健全性評価（設計基準事故時），ACA ガイドによる健全性評価

（設計基準事故時）及び電気学会推奨案による健全性評価（重大事故等時）結果から，

難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン），難燃一重同軸ケーブル（絶縁

体材料が架橋ポリオレフィン）及び難燃三重同軸ケーブルは運転開始後 60 年間の健全

性を維持できると評価する。 

また，難燃六重同軸ケーブルは ACA ガイドに基づいて得られた評価期間より，運転開

始後 51 年間の健全性を維持できると評価する。 

健全性評価結果から判断して，絶縁体の有意な絶縁低下の可能性は小さく，また，絶

縁低下は点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験で把握可能と考えられる。 

今後も，点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施することにより，異常

の有無は把握可能であり，点検手法としては適切であると考える。 

 

(4) 高経年化への対応 

絶縁体の絶縁低下に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全内容に対しては，

追加すべき項目はないと考える。 
今後も，点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施することにより，絶縁

低下を監視していくとともに，必要に応じて取替を行うこととする。 
なお，難燃六重同軸ケーブルについては，追加保全項目として，健全性評価から得ら

れた評価期間に至る前に取替を行うこととする。 
 
2. 添付資料 

1) 同軸ケーブルの構造について 

2) 同軸ケーブルの代替評価について 

3) 同軸ケーブルの長期健全性試験における評価期間について 

4) 設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気で機能要求のある同軸ケーブルの環境条件に 
ついて 

5) 同軸ケーブルの長期健全性試験条件の事故時条件の包絡性について  
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別紙 4.添付-1)-1 

 
タイトル 

 
同軸ケーブルの構造について 

 
説 明 

 

同軸ケーブルの構造は以下のとおり。 

①難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン） 

 

 部位 材料 

① 内部導体  すずメッキ軟銅より線 

② 外部導体 すずメッキ軟銅線編組 

③ 絶縁体 架橋ポリエチレン 

④ 遮蔽体 カーボンブラック 

⑤ セパレータ 難燃テープ 

⑥ シース 難燃架橋ポリエチレン 

 

②難燃六重同軸ケーブル 

 

 部位 材料 

① 内部導体 すずメッキ軟銅より線 

② 外部導体 
アルミ箔貼付プラスチックテープ 

すずメッキ軟銅線編組 

③ 絶縁体 架橋発泡ポリエチレン 

④ 遮蔽体 
アルミ箔貼付プラスチックテープ 

すずメッキ軟銅線編組 

⑤ シース 難燃架橋ポリエチレン 
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別紙 4.添付-1)-2 

 
説 明 

 

③難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン） 

 

 部位 材料 

① 内部導体  すずメッキ軟銅より線 

② 外部導体 軟銅線編組 

③ 絶縁体 架橋ポリオレフィン 

④ シース 難燃架橋ポリオレフィン 

 

④難燃三重同軸ケーブル 

 

 部位 材料 

① 内部導体 すずメッキ軟銅より線 

② 外部導体 すずメッキ軟銅線編組 

③ 絶縁体 架橋発泡ポリオレフィン 

④ シース 難燃架橋ポリオレフィン 

 

以 上 
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別紙 5. ケーブル接続部の評価について 
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1. ケーブル接続部の評価 

(1) ケーブル接続部（端子台) 

1) 端子台接続（原子炉格納容器内）の評価 

a. 評価手順 

設計基準事故時雰囲気で機能要求のある端子台接続（原子炉格納容器内）の評価 

は，IEEE Std.323-2003「IEEE Standard for Qualifying Class 1E Equipment for  

Nuclear Power Generating Stations」（以下「IEEE Std.323-2003」という。）， 
IEEE Std.382-1996「IEEE Standard for Qualification of Acutuators for Power 

-operated Valve Assemblies With Safety-Related Functions for Nuclear Power 

plants」（以下「IEEE Std.382-1996」という。）及び IEEE Std. 572-1985「IEEE 

Standard for Qualification of Class 1E Connection Assemblies for Nuclear 

Power Generating Stations」（以下「IEEE Std.572-1985」という。）をもとに，原

子炉格納容器内で 38 年間使用した実機端子台を供試体に，長期健全性試験により

評価する。【別紙 5.添付-1)参照】 

  また，重大事故等時雰囲気における健全性の評価は，重大事故等時条件が長期健 

全性試験条件に包絡されることを確認する。 

端子台接続（原子炉格納容器内）の長期健全性試験手順を図 1.1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1 端子台接続（原子炉格納容器内）の長期健全性試験手順 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

端子台(38 年使用品) 

（設計基準事故時の放射線照射） 放射線照射（事故時） 

（通電確認） 判 定 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 事故時雰囲気曝露 



 

 －136－  

b. 試験条件 

試験条件は，端子台接続（原子炉格納容器内）の設計基準事故を想定した条件を包 

絡している。 

また，試験条件は，端子台接続（原子炉格納容器内）の重大事故等時を想定した条 

件を包絡している。 

端子台接続（原子炉格納容器内）の長期健全性試験条件を表 1.1 に示す。 

 

表 1.1 端子台接続（原子炉格納容器内）の長期健全性試験条件 

 試験条件 説明 

放射線照射 

(事故時) 
放射線照射線量：800 kGy 

東海第二で想定される設計基準事故時の 大積

算値約 260 kGy*1を包絡する。 

また，東海第二で想定される重大事故等時の  
大積算値約640 kGy*2を包絡する。 

事故時 

雰囲気曝露 

高温度：172 ℃ 

高圧力：0.427 MPa 

曝露時間：約 13 日間 

東海第二における設計基準事故時の 高温度

171 ℃*1 ， 高圧力 0.31 MPa*1及び重大事故等

時の 高温度 123℃*2， 高圧力 0.31 MPa*2を

包絡する。【別紙 5.添付-2)参照】 

 *1：設計基準事故時における原子炉格納容器内の環境条件設計値 

 *2：重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件解析値  

   炉心損傷防止対策の有効性評価において，原子炉停止時冷却系の使用を想定した条件 

の中で温度条件の一番高い事故プロファイル 

*1, *2 は【別紙 5.添付-3)参照】 

 

c. 評価結果 

端子台接続（原子炉格納容器内）は，38 年間の運転期間，設計基準事故時を想定 

した長期健全性試験の結果，38 年時点において絶縁を維持できることを確認した。 

また，重大事故等時条件は，長期健全性試験条件に包絡されていることから重大 

事故等時雰囲気においても絶縁を維持できることを確認した。 

端子台接続（原子炉格納容器内）の長期健全性試験結果を表 1.2 に示す。 

 

表 1.2 端子台接続（原子炉格納容器内）の長期健全性試験結果 

項目 試験手順 判定基準 判定 

通電確認 
蒸気曝露試験中に模擬負荷(電動駆動)を

使用して開閉操作を行う。 
開閉操作ができること。 良 
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2) 現状保全 

端子台接続（原子炉格納容器内）の絶縁低下に対しては，点検時に絶縁抵抗測定を実 

施し，有意な絶縁低下のないことを確認している。 

また，点検時に実施する動作試験においても絶縁の健全性を確認している。 

さらに，点検で有意な絶縁低下が認められた場合は，端子台の取替を行うこととし 

ている。 

 

3) 総合評価 

端子台接続（原子炉格納容器内）の絶縁低下の可能性は否定できないが，現状保全に 

て絶縁低下は把握可能である。 

また，今後も点検時に絶縁抵抗測定及び機器の動作試験を実施することで，異常の 

有無は把握可能であり，現状の保全は点検手法としては適切であると判断する。 

 

4) 高経年化への対応 

端子台接続（原子炉格納容器内）の絶縁低下に対しては，高経年化対策の観点から現 

状の保全内容に追加すべき項目はない。今後も，点検時に絶縁抵抗測定及び機器の動 

作試験を実施することにより絶縁低下を監視していくとともに，必要に応じ取替を行 

うこととする。 

なお，事故時動作要求のある端子台接続（原子炉格納容器内）は，今停止期間中に全 

数の取替を行う計画としている。 

端子台接続（原子炉格納容器内）は，評価期間の 38 年を迎える前に取替えることで 

絶縁を維持できると評価する。 
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(2) ケーブル接続部（電動弁コネクタ) 

1) 電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内）の評価 

a. 評価手順 

設計基準事故時雰囲気で機能要求のある電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内） 

の評価は，IEEE Std.382-1980「IEEE Standard for Qualification of Safety-Related  

Valve Acutuator」（以下「IEEE Std.382-1980」という。）をもとに，実機同等品を供 

試体に長期健全性試験により評価する。 

電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内）の長期健全性試験条件を図 2.1 に示 

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1 電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内）の長期健全性試験手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

同等品コネクタ 

（通常運転期間相当の加速熱劣化） 

（通常運転期間相当及び設計基準事故時の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（絶縁抵抗測定） 

（振動劣化，耐震試験） 

加速熱劣化 

機械的劣化 

事故時雰囲気曝露 

放射線照射（通常時+事故時）

（耐圧試験） 耐圧力試験 

判 定 
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b. 試験条件 

試験条件は，電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内）の 45 年間の通常運転期間 

及び設計基準事故時を想定した使用条件を包絡している。 

電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内）の長期健全性試験条件を表 2.1 に示す。 

 

表 2.1 電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内）の長期健全性試験条件 

 試験条件 説明 

耐圧力試験 0.8 MPa,60 分間 IEEE Std.382-1980 に基づく。 

加速熱劣化 138 ℃×300 時間 

原子炉格納容器内の周囲 高温度 65.6 ℃*1

では，45 年間の通常運転期間に相当する。

【別紙 5.添付-4)】参照】 

機械的劣化 

 

振動劣化 

 3 軸方向に 0.75 G，5 Hz～200 Hz 

～5 Hz を 2 オクターブ/分の掃引速

度で 90 分間加振 

 

耐震試験 

(OBE 試験) 

 3 軸方向に 2 Hz～35 Hz を 1 オクタ

ーブ/分の掃引速度で 1往復加振 

 

(シングルフリーケンシー試験) 

 3 軸方向に 2 Hz～32 Hz の間で 1/3

オクターブ毎に各 15 秒間加振 

 
IEEE Std.382-1980 に基づく。 

 

 

 

 

 

IEEE Std.382-1980 に基づく。 

 

 

放射線照射 

(通常時+事故時) 
放射線照射線量：2.04×103 kGy 

東海第二で想定される線量 約 281 kGy（60

年間の通常運転期間相当の線量約 21 kGy*1

に設計基準事故時の 大積算値 2.6×102 

kGy*2を加えた線量）を包絡する。 

事故時 

雰囲気曝露 

高温度：179 ℃ 

高圧力：0.31 MPa 

曝露時間：約 30 日間 

東海第二における設計基準事故時の 高温

度 171 ℃*2， 高圧力 0.31 MPa*2を包絡す

る。【別紙 5.添付-2)】参照】 

*1：通常運転時における原子炉格納容器内の環境条件設計値 

通常運転時線量 21 [kGy]＝0.04 [Gy/h]×24 [h]×365.25 [d]×60 [y] 

*2：設計基準事故時における原子炉格納容器内の環境条件設計値 

*1, *2 は【別紙 5.添付-3)参照】 
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c. 評価結果 

長期健全性試験の結果，45 年間の通常運転期間及び設計基準事故時において電動 

弁コネクタ接続（原子炉格納容器内）の絶縁を維持できることを確認した。 

電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内）は，運転開始 18 年目に設置しており， 

長期健全性試験で確認のとれている 45 年間を加えると，電動弁コネクタ接続（原子 

炉格納容器内）は，運転開始後 60 年間の通常運転期間及び設計基準事故時雰囲気に 

おいて絶縁を維持できる。 

電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内）の長期健全性試験結果を表 2.2 に示 

す。 

 

表 2.2 電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内）の長期健全性試験結果 

項目 試験手順 判定基準* 結果

絶縁抵抗測定 

環境試験終了後，蒸気及び圧力が除かれた

状態にて，DC 500 V 絶縁抵抗計による絶縁

抵抗測定を行う。 

0.25 MΩ以上(制御) 

0.6  MΩ以上(動力) 
良 

*:判定基準はメーカ基準値に基づく 

 

2) 現状保全 

電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内）絶縁部の絶縁低下に対しては，点検時に絶 

縁抵抗測定を実施し，有意な絶縁低下のないことを確認している。 

また，点検時に実施する動作試験においても絶縁の健全性を確認している。 

さらに，点検で有意な絶縁低下が認められた場合は，電動弁コネクタの取替を行う 

こととしている。 

 

3) 総合評価 

電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内）絶縁部の絶縁低下の可能性は否定できな 

いが，現状保全にて絶縁の低下は把握可能である。 

また，今後も点検時に絶縁抵抗測定及び機器の動作試験を実施することで，異常の 

有無は把握可能であり，現状の保全は点検手法としては適切であると判断する。 

 

4) 高経年化への対応 

電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内）絶縁部の絶縁低下に対しては，高経年化対 

策の観点から現状の保全内容に追加すべき項目はない。今後も，点検時に絶縁抵抗測 

定及び機器の動作試験を実施することにより絶縁低下を監視していくとともに，必要 

に応じ取替を行うこととする。 
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(3) ケーブル接続部（同軸コネクタ） 

  1) 同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）の評価 

a. 評価手順 

設計基準事故時雰囲気で機能要求のある同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原 

子炉格納容器内）の評価は，IEEE Std.323-1974「IEEE Standard for Qualifying  

Class 1E Equipment for Nuclear Power Generating Stations」（以下「IEEE Std.323 

-1974」という。）をもとに，実機同等品を供試体に長期健全性試験により評価する。 

また，重大事故等時雰囲気における健全性の評価は，重大事故等時条件が長期健 

全性試験条件に包絡されることを確認する。 

同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）の長期健全性試験条 

     件を図 3.1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1 同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）の長期健全性試験手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

供試同軸コネクタ接続 

（通常運転期間相当の加速熱劣化） 

（通常運転期間相当及び設計基準事故時の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（絶縁抵抗測定） 

加速熱劣化 

事故時雰囲気曝露 

判 定 

放射線照射（通常時+事故時）
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b. 試験条件 

試験条件は，同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）の 60 年 

間の通常運転期間及び設計基準事故時を想定した条件を包絡する。 

また，試験条件は，同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）の 

重大事故等時を想定した条件を包絡している。 

同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）の長期健全性試験条件 

を表 3.1 に示す。 

 

表 3.1 同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）の長期健全性試験条件 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 148.8 ℃×241 時間 

原子炉格納容器内の周囲 高温度 60 ℃*1では，

60 年間以上の通常運転期間に相当する。 

【別紙 5.添付-4)参照】 

放射線照射 

（通常時+事故時） 
放射線照射線量：290 kGy 

東海第二で想定される照射線量約64 kGy（60年

間の通常運転期間約38 kGy*2に設計基準事故時

線量26 kGy*3を加えた線量）を包絡する。 

また，東海第二で想定される照射線量約64 kGy

（60年間の通常運転期間約38 kGy*2に重大事故

等時線量26 kGy*3を加えた線量）を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 

高温度：171 ℃ 

高圧力：0.38 MPa 

曝露時間：約 100 日間 

東海第二で想定される設計基準事故時の 高温

度 171 ℃*3， 高圧力 0.31MPa*3を包絡する。 

また，重大事故等時の 高温度約 115 ℃*4，

高圧力 0.194 MPa*4を包絡する。 

【別紙 5.添付-2)参照】 

*1：通常運転時における原子炉格納容器内同軸コネクタ設置箇所環境温度実測値の 大値

に余裕を加えた値 

*2：通常運転時における原子炉格納容器内の環境条件設計値 

通常運転時線量 38 [kGy]＝0.072 [Gy/h]×24 [h]×365.25 [d]×60 [y] 

*3：設計基準事故時における原子炉格納容器内の環境条件設計値 

*4：重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件解析値 
*1～*4 は【別紙 5.添付-3)参照】 

 

c. 評価結果 

同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）は運転開始後 60 年間 

の通常運転期間，設計基準事故時雰囲気において絶縁を維持できると評価する。 

また，重大事故等時条件は，長期健全性試験条件に包絡されていることから重大 

事故等時雰囲気においても絶縁を維持できることを確認した。 

同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）の長期健全性試験結 

果を表 3.2 に示す。 
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表 3.2 同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）の長期健全性試験結果 

項目 試験手順 判定基準* 結果 

絶縁抵抗測定 
環境試験終了後，絶縁抵抗計による

絶縁抵抗測定を行う。 
1×1010 Ω 以上 良 

*：判定基準はメーカ基準値に基づく 

 

2) 現状保全 

同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）の絶縁低下に対しては， 

点検時に絶縁抵抗測定を実施し，有意な絶縁低下のないことを確認している。 

また，点検時に実施する動作試験においても絶縁の健全性を確認している。 

さらに，点検で有意な絶縁低下が認められた場合は，同軸コネクタの取替を行うこ 

ととしている。 

 

3) 総合評価 

同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）の絶縁低下の可能性は否 

定できないが，現状保全にて絶縁の低下は把握可能である。 

また，今後も点検時に絶縁抵抗測定及び機器の動作試験を実施することで，異常の 

有無は把握可能であり，現状の保全は点検手法として適切であると判断する。 

 

4) 高経年化への対応 

同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）の絶縁低下に対しては， 

高経年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項目はないと考える。 

今後も，点検時に絶縁抵抗測定及び機器の動作試験を実施することにより絶縁低下 

を監視していくとともに，必要に応じ取替を行うこととする。 
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(4) ケーブル接続部（スプライス接続） 

  1) スプライス接続（原子炉格納容器内）の評価 

a. 評価手順 

設計基準事故時雰囲気で機能要求のあるスプライス接続（原子炉格納容器内）の 

評価は，IEEE Std.323-1974 をもとに，実機同等品を供試体に，長期健全性試験によ 

り評価する。 

また，重大事故等時雰囲気における健全性の評価は，重大事故等時条件が長期健 

全性試験条件に包絡されることを確認する。 

スプライス接続（原子炉格納容器内）の長期健全性試験条件を図 4.1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1 スプライス接続（原子炉格納容器内）の長期健全性試験手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スプライス接続 

（40 年相当の加速熱劣化） 

（通常運転期間相当及び設計基準事故時の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（絶縁抵抗測定） 

加速熱劣化 ① 

放射線照射（通常時+事故時）

判 定 

事故時雰囲気曝露 

熱サイクル試験 ① （120 回の熱サイクル） 

熱サイクル試験 ② 

加速熱劣化 ② （20 年相当の加速熱劣化） 

（60 回の熱サイクル） 
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b. 試験条件 

試験条件は，スプライス接続（原子炉格納容器内）の 60 年間の通常運転期間にお 

ける使用条件及び設計基準事故時条件を想定した条件を包絡している。 

また，試験条件は，スプライス接続（原子炉格納容器内）の重大事故等時の放射線， 

高圧力を除いて包絡している。 

スプライス接続（原子炉格納容器内）の長期健全性試験条件を表 4.1 に示す。 

 

表 4.1 スプライス接続（原子炉格納容器内）の長期健全性試験条件 

 試験条件 説明 

放射線照射 

(通常時＋事故時) 
放射線照射線量：522.8 kGy 

東海第二で想定される線量 約 281 kGy（60 年

間の通常運転期間相当の線量 約 21 kGy*1に設

計基準事故時の 大積算値約 260 kGy*2を加え

た線量）を包絡する。 

なお，重大事故等時の集積線量 640 kGy*3を包

絡していないが，スプライス接続の絶縁材で

ある架橋ポリオレフィンと同等の絶縁材であ

る CV ケーブル（架橋ポリエチレン）の長期健

全性試験にて，重大事故等時の放射線量を上

回る値にて健全性が確認されていることか

ら，スプライス接続においても健全性は維持

できると評価する。【別紙 5.添付-5)参照】 

加速熱劣化 
① 115 ℃×283 日 

② 115 ℃×136.8 日 

原子炉格納容器内の周囲 高温度 65.6 ℃*1で

は，60 年間の通常運転期間を包絡する。 

【別紙 5.添付-4)参照】 

熱サイクル試験 
① 10 ℃⇔66 ℃/120 サイクル 

② 10 ℃⇔66 ℃/ 60 サイクル 

東海第二の 60 年間の起動停止回数を包絡す

る。【別紙 5.添付-6)参照】 

事故時雰囲気曝露 

高温度：171 ℃以上 

高圧力：0.427 MPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二における設計基準事故時の 高温度

171 ℃*2， 高圧力 0.31 MPa*2及び重大事故等

時の 高温度約 135 ℃*4を包絡する。 

【別紙 5.添付-2)参照】 

*1：通常運転時における原子炉格納容器内の環境条件設計値 

通常運転時線量 21 [kGy]＝0.04 [Gy/h]×24 [h]×365.25 [d]×60 [y] 

*2：設計基準事故時における原子炉格納容器内の環境条件設計値 

*3：重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件解析値 

*4：重大事故等時におけるスプライス接続部（電気ペネトレーション電線部）の環境条件

解析値 
*1～*4 は【別紙 5.添付-3)参照】 
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c. 評価結果 

長期健全性試験の結果，スプライス接続（原子炉格納容器内）の絶縁部は 60 年間 

の通常運転期間及び設計基準事故時雰囲気において絶縁を維持できると評価する。 

重大事故等時条件は，設計基準事故時曝露試験条件に包絡されていることから重 

大事故等時雰囲気においても絶縁を維持できることを確認した。 

なお，東海第二で想定される重大事故等時における放射線量については，放射線

照射試験条件に包絡されていないが，スプライス接続の絶縁材である架橋ポリオレ

フィンと同等の絶縁材である CV ケーブル（架橋ポリエチレン）の長期健全性試験に

て，重大事故等時の放射線量を上回る値にて健全性が確認されていることから，ス

プライス接続においても健全性は維持できると評価する。 

また，東海第二で想定される重大事故等時における 高圧力については，事故時 

雰囲気曝露試験条件に包絡されていないが，スプライス接続（原子炉格納容器内）を 

用いている箇所は電気ペネトレーションの電気ボックス内であり，直接蒸気圧力が 

加わる箇所ではないことから，スプライス接続（原子炉格納容器内）の健全性は維持 

できると評価する。 

スプライス接続（原子炉格納容器内）の長期健全性試験結果を表 4.2 に示す。 

 

表 4.2 スプライス接続（原子炉格納容器内）の長期健全性試験結果 

項目 試験手順 判定基準＊ 結果 

絶縁抵抗測定 
耐電圧試験後に DC 500 V 絶縁抵

抗計による絶縁抵抗を行う。 

絶縁抵抗値 

1×104  Ω以上 
良 

*:判定基準はメーカ基準値に基づく 

 

2) 現状保全 

スプライス接続（原子炉格納容器内）の絶縁低下に対しては，点検時に絶縁抵抗測定 

を実施し，有意な絶縁低下のないことを確認している。 

また，点検時に実施する動作試験においても絶縁の健全性を確認している。 

さらに，点検で有意な絶縁低下が認められた場合は，スプライス接続（原子炉格納容 

器内）の取替を行うこととしている。 

 

3) 総合評価 

スプライス接続（原子炉格納容器内）の絶縁低下の可能性は否定できないが，現状保 

全にて絶縁の低下は把握可能である。 

また，今後も点検時に絶縁抵抗測定及び機器の動作試験を実施することで，異常の 

有無は把握可能であり，現状の保全は点検手法として適切であると判断する。 
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4) 高経年化への対応 

スプライス接続（原子炉格納容器内）の絶縁低下に対しては，高経年化対策の観点か 

ら現状の保全内容に追加すべき項目はない。今後も，点検時に絶縁抵抗測定及び機器 

の動作試験を実施することにより絶縁低下を監視していくとともに，必要に応じ取替 

を行うこととする。 

 

2. 添付資料 

 1) 長期健全性試験の供試体に用いた端子台（原子炉格納容器内）の仕様，設置環境等に 

ついて 

  2) ケーブル接続部の長期健全性試験条件の事故時条件の包絡性について 

  3) 設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気で機能要求のあるケーブル接続部の環境条件 
について 

  4) ケーブル接続部の長期健全性試験における評価期間について 

5) 直ジョイントスプライス接続（原子炉格納容器内）の絶縁物に対する放射線の影響 
について 

6) 直ジョイントスプライス接続（原子炉格納容器内）の熱サイクル試験について 
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                                     別紙 5.添付-1) 

 
タイトル 

 
 長期健全性試験の供試体に用いた端子台（原子炉格納容器内）の 

仕様，設置環境等について 

 
説 明 

 

 長期健全性試験の供試体に用いた端子台（原子炉格納容器内）の 

仕様，設置環境等は下記のとおり。 

 

【供試体の仕様】 

  供試体  ：端子台（原子炉格納容器内） 

  型  式  ：TA60(3P)  動力用 

            TA20A(10P)制御用 

  材 質  ：ジアレルフタレート 

  使用年数：38 年(B22-F016 実機取出し品) 

   

【供試体の設置場所実環境】 

供試体設置場所の実環境は，「原子炉格納容器内の安全機能を有する

ケーブルの布設環境等の調査」にて，B22-F016 のフレキシブル電線管部

（端子台設置個所に一番近い箇所）で測定した通常運転時における温度

は 52.4℃，放射線線量率は 0.0129Gy/h であり，評価対象機器 E12-F009

のフレキシブル電線管部（端子台設置個所に一番近い箇所）の温度

51.0℃，放射線線量率 0.0029Gy/h を上回っている。 

 

【長期停止期間中の環境状態について】 

  供試体の使用年数は 38 年であるが，その間に震災による長期停止期

間の約 6年が含まれている。 

約 6年間は通常運転時に比べ環境状態は緩やかとなるが， 60 年運転

までの 長 20 年を考慮しても使用年数内に包含される。 
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別紙 8.添付-5)-1 

 
タイトル 

 
電気ペネトレーション及び電動弁用駆動部において実施した長期健全性

試験と各 IEEE の試験項目に係る規定への準拠の有無について 

 
説 明 

 
電気ペネトレーション及び電動弁用駆動部において実施した長期健全性

試験と各 IEEE の試験項目に係る規定への準拠の有無については，添付

「電気ペネトレーションにおける IEEE Std.317-1976 の要求事項と長期健

全性試験の実施有無」及び「電動弁用駆動部における IEEE Std.382-1996

の要求事項と長期健全性試験の実施有無」のとおり。 

 

以 上



 

 

－
2
1
2
－
 

電気ペネトレーションにおける IEEE Std.317-1976 の要求事項と長期健全性試験の実施有無(1/3)   別紙 8.添付-5)-2 

No. 
IEEE Std.317-1976 長期健全性試験 

実施有無 

（○：有，×：無）

IEEE の試験項目に対して， 

長期健全性試験で実施していない理由等 試験項目 試験内容の概要 

1 6.4.1～6.4.5 初期特性試験 

（リーク試験，耐圧力試験， 

導通試験，絶縁耐電圧試験， 

絶縁抵抗試験） 

・製造試験に合格していること。 

× 

・本試験は，製品製造後の初期特性に対する検証と考えられ

る。 

なお，供試品は，初期特性試験により製造試験に合格してい

る。 

2 6.4.6 部分放電試験 ・導体は，部分放電（コロナ）試験を行うこと。 

× 

・本試験は，絶縁内部の劣化に対する検証と考えられる。 

高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションは，気密性に

関する長期健全性試験が必要であり，本試験は不要である

が，長期健全性試験の判定時に行う試験（耐電圧試験）にて

確認可能であると考える。 

3 6.4.7 定格連続電流試験 ・定格電流の通電を行い 高温度について測定・記録を行う

こと。 

× 

・本試験は，定格電流の通電による熱に対する検証と考えられ

る。 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションは，通電による

温度上昇が僅かであるため環境の温度を，高圧動力用モジュ

ール型電気ペネトレーションは，環境の温度に通電時の温度

上昇も考慮し評価を行っている。 

4 6.4.8 劣化試験 

(1) 輸送保管時模擬試験 

・輸送及び保管を模擬する試験は，温度および湿度を含む

も厳しい環境条件に曝すものとすること。 

 
× 

・本試験は，輸送及び保管中の温度や振動に対する検証と考え

られる。 

輸送及び保管中の温度はほぼ常温と考えられ，厳しい環境条

件に曝されることはないため，劣化への影響は非常に小さい

と考えられる。輸送中の振動に対しても梱包をしており劣化

への影響は非常に小さいと考えられる。 

 (2) 現地溶接模擬試験 ・溶着方法が溶接である場合，電気ペネトレーションの部品

が損傷なしに溶接できることを実証するための試験を行う

こと。 

× 

・本試験は，溶接による据付けに対する検証と考えられる。 

溶接による据付後に行う試験であり，本試験は不要である

が，長期健全性試験の判定時に行う試験（耐電圧試験，気密

試験）にて確認可能であると考える。 

なお，高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションは,構

造上製作時に溶接しているため，現地溶接模擬試験は行わな

い。 

 

 



 

 

－
2
1
3
－
 

電気ペネトレーションにおける IEEE Std.317-1976 の要求事項と長期健全性試験の実施有無(2/3)    別紙 8.添付-5)-3 

No. 
IEEE Std.317-1976 長期健全性試験 

実施有無 

（○：有，×：無）

IEEE の試験項目に対して， 

長期健全性試験で実施していない理由等 試験項目 試験内容の概要 

4 (3) 熱サイクル試験 ・運転サイクルを模擬し，温度変化が 55 ℃以上で 120 サイ

クル行うこと。 

○ 

・劣化の影響が出るように熱サイクル試験の間に放射線照射を

実施している。 

熱サイクル試験（60 サイクル）→放射線照射試験→熱サイク

ル試験（60 サイクル）→熱劣化試験の順番にて実施してい

る。 

  (4) 熱老化試験 ・通常の使用条件の劣化を模擬し，熱劣化処理を受けるもの

とすること。 
○ 

・No.4 6.4.8 (3)に記載した理由により，順序が異なる。 

  (5) 放射線照射試験 ・通常使用環境の設置寿命期間中を模擬した放射線を照射す

るものとすること。 

・上記試験中に想定される 大の事故環境累積放射線量を実

施することができる。 

○ 

・No.4 6.4.8 (3)に記載した理由により，順序が異なる。 

 － ・試験後，リーク試験及び電気試験（耐電圧試験，絶縁抵抗

試験，導通試験）に合格するものとする。 
× 

・本試験は，No.4 6.4.8(1)～(5)の試験後の検証と考えられ

る。 

長期健全性試験の判定時に行う試験（耐電圧試験，気密試

験）にて確認可能であると考える。 

5 6.4.9 過負荷電流試験 ・定格連続電流通電時に，定格短時間過負荷電流を継続時間

通電できるものとする。 

× 

・本試験は，大電流の通電による熱に対する検証と考えられ

る。 

実際の電源系統では，過負荷・短絡電流の保護回路により，

定格短時間過負荷電流は影響の少ない時間で遮断されるた

め，許容温度及び熱劣化に対して影響はないと考えられる。 

熱に対する影響は，電流の継続時間が非常に短く，シール部

やケーブルの許容温度及び絶縁体の熱劣化に対して影響はな

いと考えられる。 

6 6.4.10 短絡電流試験 ・定格連続電流通電時に，定格短絡電流を通電できるものと

する。 

× 

・本試験は，大電流の通電による熱に対する検証と考えられ

る。 

実際の電源系統では，過負荷・短絡電流の保護回路により，

短絡電流は瞬時に遮断されるため，許容温度及び熱劣化に対

して影響はないと考えられる。 

熱に対する影響は，電流の継続時間が非常に短く，シール部

やケーブルの許容温度及び絶縁体の熱劣化に対して影響はな

いと考えられる。 



 

 

－
2
1
4
－
 

電気ペネトレーションにおける IEEE Std.317-1976 の要求事項と長期健全性試験の実施有無(3/3)   別紙 8.添付-5)-4 

No. 
IEEE Std.317-1976 長期健全性試験 

実施有無 

（○：有，×：無）

IEEE の試験項目に対して， 

長期健全性試験で実施していない理由等 試験項目 試験内容の概要 

7 6.4.11 耐震試験 ・設計使用条件に裕度を加えた条件の入力振動スペクトルで

IEEE Std.344-1975 に準じて耐震試験を行うこと。 

・試験後，リーク試験及び電気試験（耐電圧試験，絶縁抵抗

試験，導通試験）に合格するものとする。 

○ 

・試験後のリーク試験及び電気試験（耐電圧試験，絶縁抵抗試

験，導通試験）は，耐震試験後の健全性を確認する試験であ

り，リーク試験及び電気試験（耐電圧試験）については，

No.9 6.4.13 冷却材喪失模擬試験後に実施している。 

8 6.4.12 定格連続電流試験 ・定格電流の通電を行い 高温度について測定・記録を行う

こと。 

 
× 

・本試験は，定格電流の通電による熱に対する検証と考えられ

る。 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションは，通電による

温度上昇が僅かであるため環境の温度を，高圧動力用モジュ

ール型電気ペネトレーションは，環境の温度に通電時の温度

上昇も考慮し評価を行っている。 

9 6.4.13 冷却材喪失模擬試験 ・設計基準 大想定事故事象の環境条件（圧力，温度，湿

度，放射線照射，化学薬品噴霧）に対する健全性を実証す

ること。 

・試験中，導体に定格電圧を連続的に印加するものとする。

・試験後，リーク試験及び電気試験（耐電圧試験，導通試

験）に合格するものとする。 

○ 

・IEEE Std.317-1976 では，具体的な温度・圧力の記載はない

ため，IEEE Std.323-1976 に準拠した試験を行い，冷却材喪

失模擬試験後にリーク試験及び電気試験（耐電圧試験）を実

施した。 

10 6.4.14 定格短絡電流の 大持 

続時間試験 

・定格短絡電流の保護装置が動作するまでの 大時間，定格

短絡電流が通電できることを確認すること。 

・試験後，リーク試験に合格するものとする。 

× 

・本試験は，大電流の通電による熱に対する検証と考えられ

る。 

実際の電源系統では，過負荷・短絡電流の保護回路により，

短絡電流は瞬時に遮断されるため，許容温度及び熱劣化に対

して影響はないと考えられる。 

熱に対する影響は，電流の継続時間が非常に短く，シール部

やケーブルの許容温度及び絶縁体の熱劣化に対して影響はな

いと考えられる。 

 
  



 

 

－
2
1
5
－
 

電動弁用駆動部における IEEE Std.382-1996 の要求事項と長期健全性試験の実施有無(1/3)     別紙 8.添付-5)-5 

No. 
IEEE Std.382-1996 長期健全性試験 

実施有無 

（○：有，×：無）

IEEE の試験項目に対して， 

長期健全性試験で実施していない理由等 試験項目 試験内容の概要 

1 6.3.2 a)初期機能試験 ・初期データについて採取を行うこと。 

× 

・本試験は，製品製造後の初期機能に対する検証と考えられ

る。 

なお，供試品は，初期機能試験により初期データの採取を行

っている。 

 

2 6.3.2 b)通常熱劣化試験 ・280 ℉（138 ℃）まで加熱し，次の表から選択した時間，

温度を維持して，通常熱劣化模擬を行う。 

104 ℉(40 ℃)での

認定寿命(年) 

280 ℉(138 ℃)での

加速劣化時間(時間)

10 

20 

40 

100 

150 

300 

この表は，予想される通常使用時の周囲温度が 104 ℉

（40 ℃）の場合に適用される。 

・他の周囲温度については，アレニウスの法則に基づき行

う。 

○ 

・熱劣化試験の温度と時間は，アレニウスの法則に基づき実施

している。 

3 6.3.2 c)通常加圧サイクル試験 ・65 psig（448 kPag）の外部加圧に 15 回曝すものとするこ

と。 

・加圧サイクル毎に 65 psig（448 kPag）を 低 3 分間保持

するものとすること。 

・格納容器外用の場合，加圧サイクル試験は不要である。 

○ 

 

・長期健全性試験の圧力及び回数について以下の条件にて実施

した。 

圧力：平成 14 年度実施の電力共同研究「電動弁駆動装置の

BWR 格納容器環境への適合性に関する研究」の試験条件設定

の考えに従い 0.48 MPa とした。 

回数：PCV 全体漏えい率試験回数 1 回/年×60 年＋裕度 5回

＝65 回とした。 

・長期健全性試験では No.3 通常加圧サイクル試験の前に No.4 

6.3.2 d)通常放射線劣化試験を実施している。シール材は有

機物であることから，放射線による劣化が考えられる。 

したがって，通常放射線劣化試験を行い，シール材が劣化し

た状態の後に通常加圧サイクル試験を行うことにより厳しい

条件で実施していると考える。 

 



 

 

－
2
1
6
－
 

電動弁用駆動部における IEEE Std.382-1996 の要求事項と長期健全性試験の実施有無(2/3)     別紙 8.添付-5)-6 

No. 
IEEE Std.382-1996 長期健全性試験 

実施有無 

（○：有，×：無）

IEEE の試験項目に対して， 

長期健全性試験で実施していない理由等 試験項目 試験内容の概要 

4 6.3.2 d)通常放射線劣化試験 ・負荷を掛けた状態で，2,000 サイクル（通常放射線照射の

前後に各 1000 サイクル）の運転を行うこと。 

○ 

・長期健全性試験の開閉運転について，IEEE Std.382-1996 の

40 年のサイクルを 60 年のサイクルとし以下の条件にて実施

した。 

原子炉格納容器外： 

2,000 サイクル÷40 年×残り 22 年＝1,100 サイクル 

原子炉格納容器内： 

2,000 サイクル÷40 年×60 年＝3,000 サイクル 

・長期健全性試験では No.3 6.3.2 c)通常加圧サイクル試験の

前に No.4 6.3.2 d)通常放射線劣化試験を実施している。シ

ール材は有機物であることから，放射線による劣化が考えら

れる。 

したがって，通常放射線劣化試験を行い，シール材が劣化し

た状態の後に通常加圧サイクル試験を行うことにより厳しい

条件で実施していると考える。 

5 6.3.2 d)通常放射線劣化試験 ・設置寿命中に予想される線量に曝すものとすること。 

○ 

・原子炉格納容器外用は，No.8 6.3.2 g)設計基準事象放射線暴

露試験において，通常時の放射線分についても含まれる放射

線で行っているため，本試験は実施していない。 

6 6.3.2 e)振動劣化試験 ・0.75 G または両振幅で 0.025 を超えない低周波数で必要

な加速度に駆動部を曝し，その周波数を 2オクターブ／分

の速度で，5 Hz から 100 Hz へ，100 Hz から 5 Hz へ掃引

させ正弦運動を印加するものとすること。 

・各直交軸に沿って 90 分の振動を印加するものとするこ

と。 

・15 分毎に模擬負荷を掛けた状態で運転を行うこと。 

○ 

・長期健全性試験の試験時間について，IEEE Std.382-1996 の

40 年を 60 年とし以下の条件にて実施した。 

原子炉格納容器外： 

90 分÷40 年×残り 22 年＝49.5 分≒50 分 

原子炉格納容器内： 

90 分÷40 年×60 年＝135 分 

7 6.3.2 f)地震模擬試験 ・単周波数試験及び多周波数試験の両方の実施を推奨する。

× 

・本試験は，地震振動中及び振動後の運転における検証と考え

られる。 

JEAG 4623-2008（原子力発電所の安全系電気・計装品の耐環

境性能の検証に関する指針）では，地震模擬試験について要

求がないため実施していない。 

 



 

 

－
2
1
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電動弁用駆動部における IEEE Std.382-1996 の要求事項と長期健全性試験の実施有無(3/3)     別紙 8.添付-5)-7 

No. 
IEEE Std.382-1996 長期健全性試験 

実施有無 

（○：有，×：無）

IEEE の試験項目に対して， 

長期健全性試験で実施していない理由等 試験項目 試験内容の概要 

8 6.3.2 g)設計基準事象放射線暴

露試験 

・駆動部を，設計基準事象中及び設計基準事象以降，安全関

連機能を果たす必要がなくなる時までに駆動部が受けると

予想される線量に曝すものとする。 

○ － 

9 6.3.2 h)設計基準事象環境試験 ・設計基準事象環境の温度，圧力，湿度，またはスプレー環

境において運転させることとする。 

・駆動部を定格負荷条件で運転させることとする。 
○ 

・本試験は，設計基準事象環境での運転における検証と考えら

れる。 

絶縁特性の試験としては，電動機単体での運転で確認可能で

あり，電動機単体で定格電流以下での運転を確認している。 

10 6.3.2 i)機能試験 ・運転データについて採取を行う。 ○ － 
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別紙 8.添付-6)-1 

 
タイトル 

 
重大事故等対処設備の劣化状況評価における耐環境試験条件（放射線条

件）の妥当性及び事故後 8日以降の放射線に対する評価について 

 
説 明 

 
1. 重大事故等対処設備の劣化状況評価における耐環境試験条件（放射線

条件）の妥当性 

 重大事故等対処設備の耐環境試験条件（放射線条件）は，7日間の集

積線量であり，工事計画にて設定している条件である。 

 重大事故等発生から 8日以降の考え方については，「工事計画に係る

補足説明資料 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下

における健全性に関する説明書のうち補足-40-14【重大事故等対処設

備の事故後 8日以降の放射線に対する評価について】」に示すとおり，

外部支援により長期的な監視機能の維持は可能と考えられる。 
以上より，重大事故等対処設備の耐環境試験条件（放射線条件）に 7

日間の集積線量を用いることは妥当である。 
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別紙 8.添付-6)-2 

説 明 2. 重大事故等対処設備の事故後 8日以降の放射線に対する評価対象設備

の選定について 

 東海第二発電所の重大事故等対処設備の放射線による影響は，「工事

計画に係る補足説明資料 安全設備及び重大事故等対処設備が使用され

る条件の下における健全性に関する説明書のうち補足-40-14【重大事

故等対処設備の事故後 8日以降の放射線に対する評価について】」に

て，下記のフローに基づき，評価対象設備の選定を実施している。 
 

格納容器破損

防止対策の有

効性評価にお

いて期待する

設備 

炉心損傷防止

対策の有効性

評価において

期待する設備

炉心は損傷し

ておらず，原

子炉格納容器

内環境は DBA

と同等であり

長期にわたっ

て使用可能。

事故時も原子炉格納容器内に比

べて厳しい環境になく，長期の

健全性を確認済み。中長期的に

は，非常用ガス処理系等により

環境が緩和される。 
設備の健全性が期待できる期間

内に，設備への接近が可能な線

量率に低下することを確認して

おり，故障した際には外部支援

により設備の取替えが可能。 

外部支援によ

り取替えが可

能。 

原子炉格納容器内設備 
（常設） 

原子炉格納容器外設備 
（常設） 

可搬設備 

７日以前 8 日以降 

工事計画認可申請書 添付書類

Ⅴ-1-1-6 において健全性を確

認済み 
事故後 8日以降の重大事故等対処設備*2 

の放射線に対する評価を実施 

（有効性評価の重要事故シーケンス等*1を放射線の観点で分類） 

重大事故等対処設備 

*1：炉心損傷防止対策の有効性評価における重要事故シーケンス及び格納容器破損防止対策の有効性評価にお

ける評価事故シーケンス。なお，使用済燃料プールにおける燃料損傷防止対策の有効性評価の想定事故で

は，原子炉格納容器内設備には期待しない。運転停止中の燃料損傷防止対策の有効性評価の重要事故シー

ケンスでは，炉心は損傷しておらず，原子炉格納容器内環境は DBA と同等であり，原子炉格納容器内設備

は長期にわたって使用可能である。 

*2：有効性評価の評価事故シーケンスにおいて長期安定状態維持（代替循環冷却系統等）及びその状態の監視

に必要としている設備 
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説 明 3. 事故後 8日以降の放射線に対する評価を実施する重大事故等対処設備

の選定結果 

 前項の評価対象設備の選定フローに基づき，事故後 8日以降の放射

線に対する評価を実施する設備として，以下の設備を選定した。 

① 格納容器内温度（ドライウェル雰囲気温度） 

② 格納容器下部水位 

 

4．事故後 8日以降の放射線に対する評価 

① 格納容器内温度（ドライウェル雰囲気温度） 

格納容器内温度検出器の設置場所は，局所的に温度が上昇する場

所ではないことから，検出器の健全性維持が可能であると共に，合

計 8個の検出器を分散配置していることから，原子炉格納容器全体

の雰囲気温度を計測することが可能である。 

格納容器内温度検出器（原子炉格納容器内 電気ペネトレーショ

ンまでの信号ケーブル含む）は，一部に有機材料を使用しているた

め放射線による劣化を考慮する必要があるが，中長期にわたり（少

なくとも 18 日程度）耐放射線性を有している。 

格納容器内温度が機能喪失した場合には，代替パラメータである

格納容器圧力（ドライウェル圧力及びサプレッション・チェンバ圧

力）による推定が可能である。 

格納容器圧力については，伝送器の設置場所が原子炉建屋内であ

ることから，事故後 8日以降の放射線による影響を考慮しても少な

くとも事故後 100 日以上の健全性維持が期待できる。事故後 100 日

後の原子炉建屋内の線量率は十分低下しており，外部支援により伝

送器の取替えが可能となるため，代替手段により監視機能を維持可

能である。 

 

② 格納容器下部水位 

格納容器下部水位検出器（原子炉格納容器内 電気ペネトレーシ

ョンまでの信号ケーブル含む）は，一部に有機材料を使用している

ため放射線による劣化を考慮する必要があるが，中長期にわたり

（少なくとも 18 日程度）耐放射線性を有している。 

格納容器下部水位が機能喪失した場合には，代替パラメータであ

る低圧代替注水系格納容器下部注水流量，代替淡水貯槽水位及び西

側淡水貯水設備水位による推定が可能である。 
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説 明 低圧代替注水系格納容器下部注水流量については，伝送器の設置

場所が原子炉建屋内であることから，事故後 8日以降の放射線によ

る影響を考慮しても少なくとも事故後 100 日以上の健全性維持が期

待できる。 

事故後 100 日後の原子炉建屋内の線量率は十分低下しており，外

部支援により伝送器の取替えが可能となるため，代替手段により監

視機能を維持可能である。 

また，代替淡水貯槽水位及び西側淡水貯水設備水位については，

伝送器の設置場所がそれぞれ常設低圧代替注水系格納槽及び常設代

替高圧電源装置置場内であり，線量率は原子炉建屋内よりも低いこ

とから，低圧代替注水系格納容器下部注水流量の場合と同様に外部

支援により伝送器の取替えが可能であり，代替手段により監視機能

を維持可能である。 

 

以上より，事故後 8日以降の放射線による影響を考慮しても，原子

炉格納容器内の計器は中長期にわたり耐放射線性を有しており，機能

喪失したとしても原子炉格納容器外の計器による推定が可能である。 

また，原子炉格納容器外の計器については，少なくとも事故後 100

日以上の健全性維持が期待され，仮に機能喪失したとしても事故後 100

日時点では外部支援による設備の取替えが可能であることから，長期

的な監視機能の維持は可能であると考えられる。図 1に，長期的な監

視機能維持の概念図を示す。 

 

 

原子炉格納容器内 
設備による監視 

原子炉格納容器外 
設備による監視 

外部支援による 
設備の取替え 

事故発生 7 日 18 日 100 日 

 
機能喪失した場合，原子

炉格納容器外の代替パラ

メータにより推定可能 
 少なくとも事故後 100 日

以上の健全性維持が可能 

 
仮に機能喪失した場合，環境条

件の緩和により，少なくとも事

故後 100 日時点では設備の取替

作業が可能 

図 1 長期的な監視機能維持の概念図 
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説 明 5. 事故後 8日以降の放射線に対する評価の算出根拠 

格納容器内温度（ドライウェル雰囲気温度）及び格納容器下部水位

の耐放射線性の日数については，以下に示すとおりである。 

 

○格納容器内温度（ドライウェル雰囲気温度），格納容器下部水位 

各検出器（原子炉格納用容器内 電気ペネトレーションまでの信号

ケーブル含む）の機能を期待できる日数としては，18 日程度と算出

している。 

 

 ▼算出根拠 

(①1,000 kGy－②7 kGy－③640 kGy)÷④31.2 kGy/日＋7日＝18 日 

 
① 耐環境試験により健全性を確認した積算線量：1,000 kGy 

② 通常運転中の 20 年間の積算線量（設計値）：7 kGy 

③ 重大事故等発生から 7日間の積算線量：640 kGy（格納容器破損

防止対策の有効性評価の各評価事故シーケンスを包絡するよう，

保守的な条件とした場合の積算線量） 

④ 7 日時点の線量率から算出した 1日あたりの線量率（解析値）: 

31.2 kGy/日（格納容器破損防止対策の有効性評価の各評価事故

シーケンスを包絡するよう，保守的な条件とした場合の 1日当た

りの線量率）*1 

*1：8 日以降は減衰しないものと保守的に仮定している。 

 

本内容については，「工事計画に係る補足説明資料 安全設備及び重大

事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書の

うち補足-40-14【重大事故等対処設備の事故後 8日以降の放射線に対す

る評価について】」に示すとおり。 
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説 明 6. 信号電路の事故後 8日以降の放射線に対する評価 

 格納容器内温度（ドライウェル雰囲気温度）及び格納容器下部水位

について，図 2に概略構成図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信号電路にあるスプライス接続，電気ペネトレーション及び難燃 CV

ケーブルについては，以下のとおり評価している。 

 

○格納容器内温度（ドライウェル雰囲気温度），格納容器下部水位の信

号電路にあるスプライス接続 

機能を期待できる日数としては，10 日程度と算出している。 

 

▼算出根拠 

 (①760 kGy－②7 kGy－③640 kGy)÷④31.2 kGy/日＋7日＝10 日 

 
① スプライス接続の絶縁材料と同等の CV ケーブルの健全性試験に

より健全性を確認した積算線量：760 kGy 

② 通常運転中の 20 年間の積算線量（設計値）：7 kGy 

③ 重大事故等発生から 7日間の積算線量：640 kGy（格納容器破損

防止対策の有効性評価の各評価事故シーケンスを包絡するよう，

保守的な条件とした場合の積算線量） 

④ 7 日時点の線量率から算出した 1日あたりの線量率（解析値）： 

31.2 kGy/日（格納容器破損防止対策の有効性評価の各評価事故

シーケンスを包絡するよう，保守的な条件とした場合の 1日当た

りの線量率）*1 

*1：8 日以降は減衰しないものと保守的に仮定している。 

 

原子炉格納容器内 原子炉建屋内 中央制御室内 

計測制御設備 
各検出器

難燃 

CV ケーブル 
電気ペネト

レーション

計測制御設備 

操作制御盤 PLM 評価書の分類 

設置場所 

概略構成 

スプライス接続 

図 2 概略構成図 
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説 明 ○格納容器内温度（ドライウェル雰囲気温度），格納容器下部水位の信

号電路にある電気ペネトレーション 

機能を期待できる日数としては，11 日程度と算出している。 

 

▼算出根拠 

 (①800 kGy－②7 kGy－③640 kGy)÷④31.2 kGy/日＋7日＝11 日 

 
① 耐環境試験により健全性を確認した積算線量：800 kGy 

② 通常運転中の 20 年間の積算線量（設計値）：7 kGy 

③ 重大事故等発生から 7日間の積算線量：640 kGy（格納容器破損

防止対策の有効性評価の各評価事故シーケンスを包絡するよう，

保守的な条件とした場合の積算線量） 

④ 7 日時点の線量率から算出した 1日あたりの線量率（解析値）：

31.2 kGy/日（格納容器破損防止対策の有効性評価の各評価事故シ

ーケンスを包絡するよう，保守的な条件とした場合の 1日当たり

の線量率）*1 

*1：8 日以降は減衰しないものと保守的に仮定している。 

 

○格納容器内温度（ドライウェル雰囲気温度），格納容器下部水位の信

号電路にある難燃 CV ケーブル 

機能を期待できる日数としては，227 日程度と算出している。 

 

▼算出根拠 

 (①500 kGy－②1.75 Gy－③15 kGy)÷④2.2 kGy/日＋7日＝227 日 

 
① 耐環境試験により健全性を確認した積算線量：500 kGy 

② 通常運転中の 20 年間の積算線量（設計値）：1.75 Gy 

③ 重大事故等発生から 7日間の積算線量：15 kGy（ケーブル敷設ル

ート原子炉建屋 3階～2階における積算線量） 

④ 7 日間の積算線量から単純計算した 1日あたりの線量率（計算

値）：2.2 kGy/日*1 

*1：8 日以降は減衰しないものと保守的に仮定している。 

以 上

 


